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神戸学院法学第25巻第３号昭和一三年会社法改正の歴史的展開・第三部

昭
和
一
三
年
の
会
社
法
改
正
に
関
し
て
、
私
は
、
す
で
に
株
式
会
社
法
を
中
心
に
そ
の
歴
史
的
展
開
を
概
観
し
た
論
稿
を
公
表
し

（
１
）
 

た
。
し
か
し
、
有
限
会
社
法
の
制
定
に
関
し
て
は
、
過
日
の
論
稿
に
お
い
て
若
干
の
一
一
一
一
口
及
を
な
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
同
法
の
制
定
は
、

昭
和
一
三
年
会
社
法
改
正
論
議
の
重
要
な
焦
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
そ
の
流
れ
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
先
の
論
稿
の
続
編
と
し
て
有
限
会
社
法
の
制
定
を
め
ぐ
る
わ
が
国
の
歴
史
的
展
開
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

よ
っ
て
、
中
小
企
業
に
適
し
た
株
式
会
社
類
似
の
簡
易
な
企
業
形
態
を
求
め
て
、
机
上
に
お
い
て
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

右
の
ド
イ
ツ
の
有
限
責
任
会
社
は
、
見
事
な
成
功
を
収
め
た
。
そ
の
発
展
の
様
子
を
、
立
法
当
初
の
会
社
数
の
伸
長
に
よ
っ
て
示

（
２
）
 

す
な
ら
ば
、
表
Ｉ
の
よ
う
に
な
る
。
’
九
一
一
五
年
に
お
け
る
同
国
の
株
式
会
社
数
が
、
’
二
｜
、
○
’
○
社
で
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す

れ
ば
、
有
限
責
任
会
社
と
い
う
企
業
形
態
が
、
同
国
に
お
い
て
い
か
に
普
及
、
成
功
し
た
か
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、

表
Ｉ
に
お
け
る
一
九
二
一
一
一
年
以
降
の
会
社
数
の
伸
び
の
停
滞
に
つ
い
て
は
、
こ
の
当
時
の
同
国
の
経
済
情
勢
の
影
響
で
あ
り
、
会
社

（
３
）
 

の
平
均
寿
〈
叩
が
短
く
破
産
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
有
限
責
任
会
社
制
度
の
成
功
お
よ
び
同
国
法
の
体
系
的
な
内
容
の
紹
介
が
わ
が
国
に
お
い
て
本
格
的
に
な
さ
れ

〈
４
）

た
の
は
、
調
べ
た
限
り
で
は
、
大
正
期
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
有
限
責
任
会
社
制
度
の
根
本
的
な
成
因
は
、

（
５
）
 

ド
イ
ツ
に
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
以
外
の
諸
国
に
も
並
曰
遍
な
世
界
的
・
社
今
室
的
事
情
に
あ
っ
た
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ

Ｌ~Ｉ 

周
知
の
よ
う
に
、
今
日
の
わ
が
国
の
有
限
会
社
法
は
、
そ
の
源
流
を
欧
州
の
有
限
責
任
会
社
（
独
語
の
○
の
ｍ
の
一
一
の
Ｏ
宮
津
三
（

す
の
①
Ｓ
Ｈ
叫
二
己
・
国
呉
三
岳
》
仏
語
の
の
。
Ｑ
の
芯
山
Ｈ
の
の
□
・
ロ
の
四
三
蒜
］
言
忌
の
）
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
欧
州
諸
国
の

有
限
責
任
会
社
は
、
結
局
は
、
’
八
九
一
一
年
（
明
治
一
一
五
年
）
の
ド
イ
ツ
有
限
責
任
会
社
法
（
○
の
ｍ
の
冒
す
の
可
の
【
【
の
己
昌
の
⑦
①
の
①
－
－
１

の
、
宮
津
の
ロ
三
〔
す
の
ｍ
Ｏ
冑
晉
写
の
Ｈ
四
四
｛
三
口
、
）
を
範
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
限
責
任
会
社
は
、
ド
イ
ツ
の
立
法
者
に

(表Ｉ）ドイツ有限責任会社の発展
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八
、
有
限
会
社
法
成
立
後
の
議
論
状
況

⑪
昭
和
一
三
年
①

②
昭
和
一
三
年
②

③
昭
和
一
四
年

側
昭
和
一
五
年
・
昭
和
一
六
年

九
終
章
Ｉ
大
戦
終
結
前
に
お
け
る
有
限
会
社
の
普
及
状
況

七
、
有
限
会
社
法
の
成
立
と
施
行

二
前
史
ｌ
欧
州
の
状
況
の
素
描

緒

ロ

１－ 

ボ

の
事
情
と
は
、
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
従

来
の
株
式
会
社
に
お
け
る
有
限
責
任
制
度
は
、
株
式
会
社
が
法
に
よ
る
厳
格
な
千
・
渉
を
受

け
る
た
め
に
、
社
員
の
単
純
財
産
的
協
同
（
社
員
の
企
業
へ
の
消
極
的
参
加
）
や
そ
の
結

果
と
し
て
の
社
員
相
互
間
の
結
束
の
弛
緩
あ
る
い
は
組
織
の
硬
直
と
い
っ
た
ジ
レ
ン
マ
を

招
来
す
る
。
そ
の
解
決
策
と
し
て
、
有
限
責
任
体
制
を
維
持
し
つ
つ
も
、
法
の
厳
格
な
干

渉
を
受
け
ず
、
し
た
が
っ
て
社
員
が
財
産
的
協
同
に
と
ど
ま
ら
ず
能
力
的
に
協
同
し
（
社

員
の
企
業
へ
の
積
極
的
参
加
）
、
相
互
の
結
束
の
緊
密
弾
力
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
企

（
６
）
 

業
形
態
に
対
す
る
痛
切
な
希
望
が
必
然
的
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
、
え
て
、
産
業

革
命
以
降
の
資
本
主
義
経
済
の
飛
躍
的
な
発
展
に
よ
っ
て
、
企
業
の
内
容
、
目
的
、
種
類

謹露

鑿
鑿
籔
蕊
蕊
鑿
》
籔
蕊
蕊
籔
霞
鑿
藝
議
欝
籔
籔
籔
籔
蕊
蕊
蕊
霧
蕊
鑿
議
謹
籔
鑿

(904） ２ (905） ３ 

年次 有限責任会社数

1898年

'909 

1915 

1920 

1922 

1923 

1924 

1925 

社
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商
法
史
の
研
究
者
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
会
社
制
度
の
構
想
は
、
占
く
明
治
一
七
年
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

わ
が
商
法
の
起
草
を
命
じ
ら
れ
た
ド
イ
ツ
人
、
ヘ
ル
マ
ン
・
レ
ー
ス
ラ
ー
（
国
の
Ｈ
日
四
目
内
ｑ
の
］
の
［
）
が
明
治
一
七
年
一
月
に
脱
稿
し

部
（
Ⅲ
）
 

一
二
た
「
商
法
草
案
」
に
お
い
て
、
第
六
巻
「
商
社
」
の
第
二
章
に
設
け
ら
れ
た
「
差
金
会
社
」
と
称
さ
れ
る
会
社
構
想
で
あ
る
。

第．
差
金
会
社
は
、
社
員
相
互
の
約
定
に
よ
っ
て
一
部
の
社
員
を
任
意
に
無
限
責
任
社
員
と
な
し
う
る
も
の
の
、
合
資
会
社
の
よ
う
に

開展
無
限
責
任
社
員
の
存
在
を
絶
対
的
要
件
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
言
わ
ば
有
限
責
任
社
員
の
み
に
よ
っ
て
合
資
会
社
を
成
立
せ
し
め

的
（
、
）

史
う
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
業
務
担
当
社
員
の
そ
の
任
期
中
に
生
じ
た
会
社
債
務
に
つ
い
て
の
雲
員
任
は
、
定
款
ま
た
は
社
員
総
会

（
皿
）

噸
の
決
議
に
よ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
そ
の
こ
と
を
登
記
公
告
し
た
場
合
に
限
っ
て
無
限
一
貝
任
で
あ
っ
た
。

虹
右
の
レ
ー
ス
ラ
ー
草
案
の
系
譜
を
引
い
た
明
治
一
一
一
一
一
年
旧
商
法
一
一
一
一
六
条
は
「
社
員
ノ
一
人
又
ハ
数
人
一
一
対
シ
テ
契
約
上
別
段
ノ

法社
定
ナ
キ
ト
キ
ハ
社
員
ノ
責
任
力
金
銭
又
〈
有
価
物
ヲ
以
テ
ス
ル
出
資
ノ
ミ
ニ
限
ル
モ
ノ
ヲ
合
資
会
社
ト
為
ス
」
と
定
め
、
合
資
会
社

〈室年
が
有
限
責
任
社
員
の
み
か
ら
な
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
契
約
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
に
限
っ
て
一
部
の
社
員
の
責
任
を
無
限
責

一
一
一
任
と
な
し
う
る
も
の
と
し
て
い
た
。
ま
た
一
四
六
条
は
「
会
社
契
約
一
一
於
テ
又
ハ
第
百
四
十
一
一
条
二
定
メ
タ
ル
会
社
ノ
決
議
一
一
依
り

（
、
）

日珊
テ
業
務
担
当
ノ
任
ア
ル
社
員
又
ハ
取
締
役
ノ
総
員
、
数
人
若
ク
ハ
ー
人
力
其
業
務
執
行
中
一
一
生
ジ
タ
ル
会
社
ノ
義
務
二
付
キ
無
限
ノ

(表Ⅱ）欧州における有限責任会社法の移植
一明治・大正期一

わ
け
で
は
な
い
。

な
お
、
英
国
に
お
い
て
は
、
類
似
の
企
業
形
態
と
し
て
、
私
会
社
（
頁
一
ぐ
胃
の
８
日
で
目
】
）
が
発
達
し
た
が
、
こ
の
企
業
形
態
は
、

一
九
○
七
年
（
明
治
一
一
一
七
年
）
の
会
社
法
（
○
・
日
宮
口
】
の
の
シ
ｏ
庁
皀
三
）
’
一
一
七
条
に
お
い
て
、
初
め
て
成
文
法
の
中
で
認
知
さ
れ
た
。

有
限
責
任
社
員
の
み
か
ら
な
る
比
較
的
簡
易
な
会
社
制
度
と
い
う
構
想
が
、
昭
和
以
前
の
わ
が
国
に
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た

Ｉ
ｌ
ｌ
０
ｌ
０
ｉ
Ｉ
ｂ
Ｐ
ｌ
昨
ｐ
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
０
小
Ｉ
し
Ⅲ
所
爪
が
い
ト
ル
駝
川
雁
由
ト
ー
仔
沖
』
『
Ｉ
い
い
い
い
』
歴
’
山
』
い
し
Ⅶ
Ⅲ
肥
仏
ｐ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
●
い
匝
い
Ⅲ
｜
に
ｌ
Ｍ
Ｉ
』
Ｉ
卜
１
－
．
．
１
１
０
１
’
’
１
１
！
‐
１
１
１

三
、
わ
が
国
の
前
史
お
よ
び
昭
和
初
期
の
議
論
状
況

が
多
岐
多
様
と
な
り
、
在
来
の
会
社
形
式
を
も
っ
て
は
、
も
は
や
経
済

的
分
化
の
社
会
情
勢
に
順
応
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
事
情
も
挙
げ
ら

（
７
）
 

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
需
要
に
答
、
え
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て
い
ち

は
や
く
有
限
責
任
会
社
が
発
明
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で

は
「
経
済
社
会
の
変
革
に
と
も
な
う
新
機
運
・
新
実
勢
の
む
し
ろ
な
お

未
だ
潜
在
せ
る
の
時
に
お
い
て
、
他
国
民
に
先
立
ち
少
な
く
も
そ
の
一

端
が
当
時
す
で
に
産
業
精
神
上
に
異
常
な
る
飛
躍
を
遂
げ
た
る
慧
敏
な

る
独
経
済
社
会
お
よ
び
根
本
的
（
ぬ
２
口
二
ｓ
）
に
し
て
講
究
し
て
倦

む
を
知
ら
ざ
る
独
国
民
の
立
法
的
眼
底
に
映
じ
て
然
る
も
の
た
る
は
こ

（
８
）
 

れ
を
認
め
て
可
な
り
」
と
の
表
現
で
評
価
さ
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
に
な
ら
っ
て
、
欧
州
諸
国
は
、
有
限
責
任
会
社
制
度
の
導
入

を
相
次
い
で
図
る
こ
と
に
な
っ
た
。
表
Ｈ
は
、
わ
が
国
の
明
治
、
大
正

（
９
）
 

期
に
お
け
る
欧
州
諸
国
の
立
法
状
況
を
一
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国

に
お
い
て
類
似
の
会
社
制
度
の
導
入
が
唱
え
ら
れ
は
じ
め
た
昭
和
初
期

に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
諸
国
以
外
に
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス

イ
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
が
有
限
責
任
会
社
制
度

の
採
用
に
向
け
て
草
案
を
公
表
、
作
成
ま
た
は
作
成
の
検
討
を
し
て
い

た
。

； 

(906）４ 
５（907） 

立法年次 国名（立法例）

明治34年(1901年）

39年(1906年）

大正６年(1917年）

８年(1919年）

９年(1920年）

11年(1922年）

13年(1924年）

14年(1925年）

15年(1926年）

ポルトガル（1901年４月11日法）

オーストリア（1906年３月６日法，1924年７月４日法に

より一部改正）

デンマーク（1917年９月29日法の株式会社法中に認め

る）

ポーランド（1919年２月８日命令）

チェコ・スロバキア（1920年４月15日法）

ソ連邦（1922年民法318条ないし321条）

ブルガリア（1924年５月８日法）

フランス（1925年３月７日法）

リヒテンシュタイン（1926年１月20日民法）
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責
任
ヲ
負
う
可
キ
旨
ヲ
子
メ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
定
め
、
業
務
担
当
社
員
等
は
そ
の
業
務
執
行
中
に
生
じ
た
会
社
債
務
に
つ
い
て
６
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（表Ⅲ）小規模株式会社の実態の推移

Ｊｒ 

も
、
特
約
の
な
い
限
り
、
連
帯
し
て
無
限
責
任
を
負
わ
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
’
四
六
条
は
、
明
治
一
一
六
年
に
施
行

さ
れ
る
際
に
貴
族
院
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
、
「
業
務
担
当
社
員
ハ
其
業
務
執
行
中
一
一
生
シ
タ
ル
会
社
ノ
義
務
一
一
付
キ
連
帯
無
限
ノ
責

（
Ⅲ
）
 

任
ヲ
負
う
」
こ
と
と
さ
れ
、
結
局
、
合
資
会
社
は
事
実
上
無
限
責
任
社
亘
貝
な
し
に
存
在
し
え
な
い
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

明
治
三
一
一
年
商
法
は
、
さ
ら
に
右
の
政
策
を
推
し
進
め
、
明
文
を
も
っ
て
無
限
責
任
社
員
の
存
在
を
合
資
会
社
の
成
立
お
よ
び
存

（
焔
）

続
の
絶
対
的
要
件
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
（
’
○
四
条
、
一
一
八
条
）
。

以
上
の
よ
う
に
、
差
金
会
社
は
、
結
局
は
平
凡
な
合
資
会
社
に
還
元
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
が
、
商
法
史
家
は
、
場
合
に
よ
っ
て

（
咽
）

は
「
世
界
最
初
の
有
限
〈
云
社
法
た
る
の
栄
誉
は
わ
が
日
本
の
上
に
輝
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
右
の
一
連
の
「
改
悪
」
を
惜

し
ん
で
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
明
治
期
の
こ
の
構
想
は
頓
挫
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
後
の
有
限
会
社
法
制
定
史
へ
連
な
る
も
の
と
は
な
り
え

な
か
っ
た
。

＊
 

大
正
期
か
ら
昭
和
期
に
お
け
る
わ
が
国
の
小
規
模
株
式
会
社
の
実
態
を
示
し
た
も
の
が
表
Ⅲ
で
あ
る
。
全
株
式
〈
云
社
数
に
占
め
る

資
本
金
五
万
円
未
満
の
株
式
会
社
数
の
割
合
い
は
、
表
に
示
し
た
期
間
を
通
じ
て
常
に
一
一
割
を
超
え
、
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に

．
（
Ⅳ
）
 

か
け
て
は
、
着
実
に
そ
の
割
合
い
を
増
加
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
別
稿
に
お
い
て
す
で
に
小
括
し
た
よ
う
に
、
大
正
期
お
よ

び
昭
和
初
期
に
お
い
て
は
、
｜
方
で
資
本
金
規
模
の
漸
次
拡
大
に
よ
る
大
会
社
の
発
達
が
あ
り
、
ま
た
一
方
で
個
人
経
営
か
ら
の
法

人
転
換
に
よ
る
小
会
社
の
着
実
な
増
加
が
み
ら
れ
る
と
い
う
、
会
社
規
模
の
分
極
化
が
進
行
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
昭
和
四
年
末
に
、
東
京
商
工
会
議
所
の
商
事
関
係
法
規
改
正
準
備
委
員
会
が
決
定
、
公
表
し
た
研

－
１
 

聿彗時暇．

鑿

謹
製
一
劃
豐
鬮

蕊
蕊
議
蕊
蕊
鑿
譲
蕊
霧
蕊
驫
蕊
議
議

(各年度の東洋経済新報経済年鑑を元に作成）

震
欝
議
霧
譲
蕊 究
事
項
の
（
１
）
は
、
「
会
社
の
種
類
に

付
き
株
式
合
資
会
社
を
廃
止
す
る
の
可
否

及
び
小
規
模
の
株
式
会
社
（
有
限
責
任
会

社
又
は
之
に
類
似
す
る
も
の
）
を
設
定
す

る
の
可
否
を
研
究
す
る
こ
と
」
と
述
べ

会
社
規
模
の
分
極
化
現
象
に
対
応
す
る
必

要
性
を
提
言
し
て
い
る
。
同
時
に
、
東
京

商
工
会
議
所
は
、
独
仏
等
の
有
限
責
任
会

社
法
の
翻
訳
作
業
を
進
め
、
こ
れ
ら
を
実

費
で
販
売
す
る
等
の
啓
蒙
活
動
も
行
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

東
京
商
工
会
議
所
の
会
社
法
改
正
論
議

の
推
進
役
で
あ
っ
た
松
本
蕪
治
博
士
の
講

演
に
よ
れ
ば
、
遅
く
と
も
昭
和
四
年
の
段

階
に
お
い
て
は
、
有
限
責
任
会
社
制
度
の

わ
が
国
へ
の
導
入
形
態
に
関
し
て
、
こ
れ

を
英
国
流
に
株
式
会
社
の
一
変
態
ま
た
は

例
外
と
し
て
商
法
典
中
に
規
定
す
る
の
が

鯉

議
蕊
籔
議
議
鐸

(908） 
７（909） 

篝

： 

年次 株式会社数
資本金５万円未満の株式会社数

(全株式会社数に占める割合い）

１２３４５６７８９０１２３４５２３４５ １１１１１ｌ 

正

日下

大

昭

社

７２３００４６４８２８９７６６１００１ ２６５００７３７２０８０４５９８３５４ ８５０２５４６１２８７５７５６９２９３ ９９７１７０９７９０９９０９Ｆ９９７０ ５６７７７８０３６７６７７７７７８８９ １１１１１１１１１１１１１ ＪｊＪｊｊｊＪｊＪｊＪｊＪｊＪｊＪｊＪ 
％ 

４８６０１５５４５９５８５１７１１６３ ５６７０７９４７１９２５８６７０８５３ ●ＣＤ●●●●●●●●●●●●●■●● ３４５９８５１６２１２２２２２３３４５ ５５５３３３３２２２２２２２２２２２２ くくくくくくくくくくくくくくくくくくく
社

０８３８３６５３５４５３６００７０４０ ２８３００４４２９１３５５７３３４５０ １５９８９０３５５９７９０９０１３６９ ７９９００３９９９９？９７９，９？９１ ３３３２２３３３３３３３４３４４４４４ 
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さ
ら
に
、
改
正
要
綱
の
起
案
に
当
た
っ
て
は
、
初
め
は
株
式
会
社
の
章
中
に
特
別
株
式
会
社
の
一
節
を
設
け
て
有
限
責
任
会
社
の

特
則
を
定
め
よ
う
と
試
み
た
も
の
の
、
大
陸
法
の
有
限
責
任
会
社
法
を
参
考
と
し
つ
つ
、
そ
の
実
質
を
あ
る
程
度
ま
で
英
法
式
の
形

態
に
よ
っ
て
採
用
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
立
案
が
は
な
は
だ
し
く
困
難
と
な
っ
て
、
こ
の
試
み
は
取
止
め
に
な
っ
た
旨
を
述
べ
て
お

（
別
）

ら
れ
る
。
か
り
に
英
法
の
私
会
社
程
度
の
特
則
に
と
ど
め
る
も
の
と
す
れ
ば
、
株
式
〈
室
社
の
章
中
に
こ
の
よ
う
な
形
態
の
会
社
を
規

定
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
中
途
半
端
な
も
の
よ
り
も
、
徹
底
し
た
特
別
会
社
を
つ
く
っ
た
方
が
よ
い
と
の
観
点
か
ら
、
特
別

（
坊
）

法
を
も
っ
て
こ
の
種
の
特
別
な
会
社
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。

東
京
商
工
会
議
所
の
提
一
一
一
一
口
と
同
じ
時
期
に
、
学
界
に
お
い
て
も
ま
た
、
有
限
責
任
会
社
制
度
の
採
用
に
関
す
る
提
言
が
み
ら
れ
る

が
、
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
会
社
法
改
正
の
困
難
は
大
会
社
と
中
小
会
社
と
の
併
存
と
い
う
現
実
に
あ

る
。
法
改
正
に
よ
っ
て
大
会
社
に
お
け
る
弊
害
を
除
去
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
中
小
会
社
を
殺
す
こ
と
に
な
り
、
中
小
会
社
に
お
け
る

弊
害
を
除
去
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
た
め
に
大
会
社
の
存
立
を
危
う
く
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
両
者
が
相
牽
制
し
て
株
式
会

社
の
厳
正
な
運
用
を
妨
げ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
に
適
用
さ
れ
る
会
社
法
自
体
を
分
離
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
有
限

（
四
）

責
任
〈
二
社
制
度
の
採
用
が
最
上
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
は
や
「
有
限
責
任
会
社
制
度
の
採
否
を
問
題
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
採
用
を

（
加
）
・

前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
夢
ｂ
な
い
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
別
稿
に
お
い
て
言
及
し
た
よ
う
に
、
昭
和
五
年
の
東
京
弁
護
士
会
の
商
法
改
正
の
諮
問
答
申
書
も
有
限
責
任
会
社
制
度
の

（
皿
）

（
配
）

採
用
を
提
一
一
一
戸
し
て
い
る
し
、
同
年
に
は
、
田
中
耕
太
郎
博
士
の
有
限
責
任
会
社
導
入
論
ざ
み
う
け
ら
れ
る
。

よ
い
の
か
、
あ
る
ト（
旧
）

た
と
さ
れ
て
い
つ
つ
。

（
鋼
）

不
便
で
あ
る
の
と
同
様
」
の
ｊ
Ｕ
の
で
あ
る
。

有
限
責
任
会
社
に
臨
む
は
適
当
の
こ
と
に
非
ず
、
然
る
に
之
を
外
国
の
現
状
に
徴
す
る
に
、
私
会
社
又
は
有
限
責
任
会
社
は
経
済
の

実
際
に
適
応
す
る
も
の
と
し
て
甚
歓
迎
せ
ら
れ
、
瑞
西
、
伊
太
利
の
如
き
も
新
に
之
を
認
め
ん
と
す
る
も
の
の
如
く
、
我
国
に
於
て

も
、
現
に
私
会
社
又
は
有
限
責
任
会
社
の
実
質
を
備
う
る
も
、
之
に
関
す
る
法
規
な
き
を
以
て
、
仮
に
株
式
会
社
の
形
式
に
依
り
て

設
立
せ
ら
れ
た
る
も
の
少
か
ら
ず
、
価
て
之
に
関
す
る
法
規
を
制
定
す
る
こ
と
可
な
り
と
思
料
す
」
。

改
正
要
綱
の
起
案
の
中
心
と
な
ら
れ
た
松
本
蕪
治
博
士
は
〈
右
の
決
議
第
二
十
一
一
一
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
規
定
は
、
多
数
の
会
社
債
権
者
お
よ
び
株
主
を
保
護
す
る
た
め
に
厳
重
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

同
時
に
、
そ
の
規
定
は
大
部
分
が
強
行
規
定
と
し
て
定
款
ま
た
は
株
主
総
会
の
決
議
等
を
も
っ
て
変
更
を
許
さ
れ
な
い
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
政
策
は
、
小
規
模
会
社
や
同
族
会
社
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
適
当
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

「
あ
た
か
も
鉄
骨
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
大
建
築
に
適
合
す
る
建
築
規
則
を
も
っ
て
、
木
造
長
屋
建
て
を
律
す
る
こ
と
が
は
な
は
だ

昭
和
六
年
七
月
一
一
○
日
、
法
制
審
議
会
の
商
法
改
正
議
案
主
査
委
員
会
は
、
改
正
要
綱
案
を
可
決
議
了
し
た
。
こ
こ
で
決
定
さ
れ

た
改
正
要
綱
決
議
第
一
一
十
一
一
一
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
外
国
法
上
の
有
限
責
任
会
社
又
は
英
国
法
上
の
私
会

社
に
該
当
す
る
特
別
の
会
社
を
認
め
之
に
付
き
特
別
法
を
以
て
規
定
を
設
く
る
こ
と
」
。

政
府
の
改
正
要
綱
説
明
書
二
○
頁
）
は
、
そ
の
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
株
式
会
社
は
通
例
大
資
本
且
多
数

の
株
主
を
有
し
従
て
之
に
対
す
る
法
規
も
勢
い
複
雑
な
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
が
故
に
株
式
会
社
に
対
す
る
法
規
を
以
て
右
私
会
社
又
は

あ
る
い
は
、

四
、
法
制
審
議
会
商
法
改
正
要
綱
第
一
一
十
三

商
法
典
と
は
別
に
特
別
法
を
認
め
る
の
が
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
だ
に
研
究
途
上
の
段
階
で
あ
っ
８

(910） (911） 
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こ
の
会
社
に
お
け
る
「
有
限
責
任
」
の
意
義
が
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
株
式
会
社
の
株
主
の
責
任
は
、
そ
の
引
き
受
け

第．
ま
た
は
譲
り
受
け
た
株
式
の
金
額
を
限
度
と
し
て
会
社
に
出
資
の
責
任
を
負
う
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
他
の
株
主
に
未
払
込

開展
み
の
者
が
存
在
し
て
も
こ
れ
に
対
し
て
彼
は
全
然
一
員
任
を
負
わ
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
有
限
責
任
会
社
の
社
員
の
責
任
は
、
窮
極

的史
に
お
い
て
は
他
の
す
べ
て
の
社
員
の
基
本
出
資
額
に
つ
い
て
も
及
ぶ
。
有
限
責
任
会
社
の
社
員
は
、
そ
の
責
任
が
会
社
の
基
本
総
額

歴
（
弧
）

の
に
と
ど
ま
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
有
限
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
国
立
法
に
よ
れ
ば
、
基
本
出
資
の
払
込
み
に
対
し
て
は
、

正
（
弱
）

改
す
べ
て
の
社
員
が
共
同
一
員
任
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
有
限
責
任
と
い
う
語
は
、
会
社
の
責
任

法社
が
有
限
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
社
員
の
責
任
が
有
限
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
会
社
自
体
の
責
任
は

ムヱ
（
妬
）

年
無
限
で
あ
る
、
と
の
啓
蒙
的
指
摘
も
付
け
加
、
え
ら
れ
て
い
る
。

’一一
（
幻
）

（
犯
）

以
上
の
指
摘
の
ほ
か
に
、
こ
の
会
社
に
お
け
る
設
立
手
続
き
の
簡
易
性
、
社
員
権
を
表
章
す
る
有
価
証
券
の
不
発
行
お
よ
び
持
分

和
（
羽
）

（
側
）

（
虹
）

（
妃
）

昭
の
譲
渡
制
限
、
最
低
資
本
金
額
、
監
査
役
設
置
の
非
強
制
、
貸
借
対
照
表
公
一
爪
の
不
要
例
と
い
っ
た
側
面
に
関
し
て
、
各
国
法
制
が

･第三部

⑪
昭
和
六
年

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
有
限
責
任
会
社
制
度
導
入
に
関
す
る
わ
が
国
の
議
論
は
、
こ
の
時
期
の
欧
州
に
お
け
る
有
限
責
任
会
社

制度の事情紹介を出発点としている。とりわけ、改正要綱公表後においては、ちょうど一九一一八年（昭和一一一年）
に
、
ス
イ
ス
が
債
務
法
改
正
案
（
同
年
一
一
月
一
一
一
日
）
の
な
か
で
有
限
責
任
会
社
制
度
の
導
入
を
企
画
し
た
こ
と
か
ら
、
ス
イ
ス
の

法
務
事
情
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ス
イ
ス
国
内
に
お
い
て
、
隣
邦
ド
イ
ツ
か
ら
進
出
し
た
有
限
責
任
会
社
の

（
妬
）

支
店
が
ス
イ
ス
合
名
〈
玄
社
に
対
し
て
優
越
的
地
位
を
獲
得
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
、
同
国
に
お
け
る
有
限
一
員
任
会
社
制
度
導

（
〃
）

入
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
制
度
の
濫
用
と
い
う
弊
害
へ
の
懸
念
か
ら
、
同
国
に
お
い

（
配
）

て
導
入
慎
重
論
が
存
在
し
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
羽
）

当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
有
限
責
任
〈
室
社
法
の
改
正
論
議
の
紹
介
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
の
「
有
限
責
任
会
社
」
と

い
う
名
称
に
関
す
る
以
下
の
指
摘
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
正
確
に
観
察
す
る
な
ら
ば
、
会
社
は
有
限
に
責
任
を
負
う
も

のに非ず、社員が有限に責任を負担するものなるが故に、有限責任会社なる一一一一口葉を付加することは、言葉の上よ
（
釦
〉

り
す
る
も
正
確
で
な
い
と
の
異
議
が
あ
り
得
」
る
。
た
だ
し
、
こ
の
記
述
は
、
ド
イ
ツ
国
内
の
議
論
を
反
映
し
た
も
の
か
否
か
、
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
特
別
な
会
社
の
名
称
を
め
ぐ
っ
て
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
少
な
か
ら
ぬ

論
争
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

実
際
問
題
と
し
て
百
利
あ
っ
て
一
書
な
し
と
い
う
よ
う
な
制
度
は
と
う
て
い
望
み
え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
利
害
を

比
較
考
察
の
う
え
で
そ
の
可
否
を
判
定
す
る
ほ
か
な
い
が
、
有
限
責
任
会
社
制
度
が
そ
の
歴
史
の
短
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
各
国
に
順

次
採
用
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
数
が
激
増
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
現
時
の
社
会
状
態
の
下
に
お
い
て
こ
の
制
度
が
き
わ
め
て
適
切

（
犯
）

で
あ
る
こ
と
を
一
示
す
も
の
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
有
限
責
任
会
社
は
、
今
や
欧
州
文
明
諸
国
の
立
法
的
辻
〈
通
法
た
る

の
域
に
躍
進
し
、
遠
か
ら
ず
将
来
に
お
い
て
世
界
の
立
法
的
共
通
法
た
る
日
の
到
来
す
る
こ
と
は
、
疑
い
を
容
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ

（
羽
）

る
。
以
上
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
期
に
は
、

（
狐
）

『
６
。

五
、
改
正
要
綱
公
表
後
の
議
論
状
況

改
正
要
綱
が
公
表
さ
れ
て
後
の
、
有
限
責
任
会
社
制
度
の
導
入
に
関
す
る
学
界
の
議
論
状
況
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

②
昭
和
七
年

有
限
責
任
会
社
制
度
導
入
論
よ
り
も
歩
を
進
め
て
、
導
入
を
当
然
の
前
提
と
し
た
啓
蒙
的
論
稿
が
み
う
け
ら
れ

(912） １０ 

(913） １１ 

￣ 
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ｉ
Ｉ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
昨
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
小
ト
ー
ー
ー
ト
ト
Ⅲ
け
Ｉ
に
腋
ｌ
ｋ
ｌ
ｆ
冊
ｋ
Ｌ
ｆ
偵
雁
胸
腺
腰
ド
旧
臓
鵬
朕
院
腫
鯵
俔
Ｆ
に
腺
勝
脹
腸
臘
腱
腱
鵬
膳
滕
滕
催
縢
腱
腱
脾
に
縢
膣
眸
障
膨
障

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

③
昭
和
八
年

（
妃
）

こ
の
年
に
公
表
さ
れ
た
代
表
的
な
論
稿
は
、
有
限
責
任
会
社
の
社
員
の
責
任
を
分
析
さ
れ
た
寺
尾
元
彦
教
授
の
論
稿
で
あ
る
。
な

・
（
“
）

お
、
こ
の
論
稿
に
は
、
有
限
責
任
会
社
に
関
す
る
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
わ
が
国
の
、
王
要
文
献
が
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
い
る
。

右
の
論
稿
は
、
欧
州
各
国
の
有
限
責
任
会
社
法
の
検
証
を
通
じ
て
こ
の
会
社
の
社
員
の
責
任
の
態
様
を
、
法
定
責
任
と
定
款
責

任（任意責任）とに分けて分析されたものである。その定義は次の“フなものである。法定責任とは、社員が法
律
上
強
制
的
に
負
担
す
べ
き
義
務
で
あ
り
、
基
本
出
資
義
務
と
填
補
義
務
を
指
す
。
定
款
責
任
と
は
、
法
律
の
許
容
す
る
範
囲
で
定

（
妬
）

款
の
規
定
に
基
づ
い
て
負
担
す
べ
き
義
務
で
あ
り
、
追
加
出
資
義
務
と
付
随
給
付
義
務
を
指
す
。

（
仰
）

基
本
出
資
義
務
は
、
△
云
社
の
基
礎
資
本
を
形
成
す
る
た
め
に
、
｜
定
の
標
準
額
の
出
資
を
な
す
べ
き
義
務
で
あ
る
。
金
銭
出
資
と

現
物
出
資
が
あ
る
。
寺
尾
教
授
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
こ
の
義
務
の
立
法
化
に
あ
た
っ
て
は
、
金
銭
出
資
に
つ
き
、
基
本
出
資
の
払

（
岨
）

込
み
を
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
な
ら
っ
て
、
全
額
払
込
制
度
を
原
則
と
す
る
の
が
の
ぞ
ま
し
い
旨
を
一
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
不
況
時
に
お
け

る
分
割
払
込
み
の
困
難
さ
お
よ
び
社
員
責
任
の
単
純
化
を
勘
案
さ
れ
た
提
一
一
一
一
口
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
教
授
は
一
方
で
同
年
に
開
催

さ
れ
た
講
演
会
の
席
で
は
、
事
業
の
進
捗
に
と
も
な
っ
て
資
金
を
増
大
す
る
た
め
に
は
分
割
払
込
み
を
認
め
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
、

（
⑬
）
 

反
対
の
、
王
張
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。

填
補
義
務
は
、
あ
る
社
員
が
基
本
出
資
の
払
込
み
を
怠
っ
た
場
合
に
、
払
込
み
の
催
告
、
失
権
、
持
分
競
売
等
の
手
続
き
を
尽
く

（
別
）

し
て
な
お
不
足
額
が
存
在
す
る
と
き
、
他
の
社
員
が
そ
の
不
足
額
を
補
充
す
る
義
務
で
あ
る
。
こ
の
義
務
を
、
わ
が
国
の
立
法
上
採

用
す
べ
き
か
否
か
に
関
し
、
寺
尾
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
限
責
任
会
社
制
度
を
採
用
し
て
も
、
社

員
相
互
の
責
任
が
あ
ま
り
重
す
ぎ
る
と
、
い
ま
だ
十
分
に
団
体
企
業
の
訓
練
を
積
ん
で
い
な
い
わ
が
国
民
と
し
て
は
、
そ
の
責
任
の

（
皿
）

重
さ
を
嫌
っ
て
〈
ロ
資
会
社
組
織
に
逃
避
す
る
傾
向
を
招
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
慎
重
論
を
、
主
張
さ
れ
る
一
方
で
、
会

社
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
仲
間
の
員
数
が
少
数
な
の
で
あ
る
か
ら
、
軽
率
な
設
立
に
対
す
る
警
戒
を
な
さ
し
め
、
社
員
の
人
選
も
慎

重
に
な
さ
し
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
義
務
を
通
じ
て
、
共
同
経
営
や
連
帯
の
観
念
を
生
じ
さ
せ
る
利
益
が
あ
る
と
も
述
べ
ら
れ
、
填
補

（
記
〉

義
務
に
対
す
る
積
極
的
評
価
を
２
Ｕ
示
さ
れ
て
い
る
。

（
詔
）

｛
疋
款
義
務
の
う
ち
、
追
加
出
資
義
務
と
は
、
基
礎
資
本
の
補
充
の
た
め
に
す
る
別
途
の
追
加
資
本
の
出
資
義
務
の
こ
と
で
あ
る
。

言
わ
ば
、
可
動
資
本
と
し
て
、
不
動
の
基
礎
資
本
を
取
り
巻
く
弾
力
性
を
与
え
ら
れ
た
資
本
で
あ
る
と
し
て
、
寺
尾
教
授
は
、
営
業

（
弘
一

資
金
の
調
達
や
損
失
填
補
の
た
め
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
、
強
い
関
心
を
一
不
二
」
れ
て
い
る
。
ま
た
、
付
随
給
付
義
務
と
は
、
以

上
の
義
務
以
外
の
会
社
に
対
す
る
給
付
義
務
の
こ
と
で
あ
る
が
、
寺
尾
教
授
は
、
こ
の
義
務
は
、
別
段
に
有
限
責
任
会
社
に
独
自
の

（
弱
）

制
度
で
は
な
い
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

側
昭
和
九
年

こ
の
年
に
公
表
さ
れ
た
論
稿
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
有
限
責
任
会
社
法
制
の
発
達
を
概
観
し
、
あ
わ
せ
て
わ
が
国
へ
の
同
会
社
の
導

（
髄
）

入
を
説
か
れ
た
佐
伯
俊
一
二
判
事
の
論
稿
が
あ
る
。

佐
伯
判
事
の
主
観
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
わ
が
国
に
お
け
る
有
限
責
任
会
社
導
入
論
は
必
ず
し
も
高
潮
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
済
界
に
お
け
る
要
望
の
少
な
さ
は
、
ま
こ
と
に
「
寂
漠
の
感
を
深
う
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
学
者

（
訂
）

間
に
お
い
て
ｊ
Ｄ
、
こ
の
制
度
の
提
唱
者
は
限
ら
れ
た
少
数
の
者
に
と
ど
ま
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
外
国
の
有
限

（
詔
）

一
員
任
会
社
が
わ
が
国
に
支
店
を
開
設
す
る
と
い
う
形
で
少
な
か
ら
ず
進
出
し
て
き
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
論
稿
は
、
か
か
る
実

（
弱
）

情
に
鑑
み
、
「
わ
が
国
が
自
ら
甘
ん
じ
て
経
済
上
、
法
律
上
の
進
歩
に
遅
れ
よ
う
と
す
る
の
は
愚
か
で
あ
る
」
と
の
観
点
か
ら
公
表

さ
れ
た
も
の
と
評
価
し
う
る
。

鷲

讓
鐸
蕊
霧
鐸
蕊
一
驚
鐵
籔
議
霧
篝

(914） ２ １ 
(915） 1３ 
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第
多
く
の
利
便
を
与
え
、
な
か
ん
ず
く
以
下
の
分
野
の
企
業
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
被
相
続
人
死
亡

巻
（
印
）

筋
後
に
お
い
て
そ
の
遺
族
が
同
一
事
業
を
継
続
す
る
同
族
〈
云
社
に
適
し
て
い
る
。
支
払
不
能
と
な
っ
た
債
務
者
が
営
む
荒
廃
し
た
事
業

（
田
）

第学を救済する方法として、債権者がこの形態の会社を設立して、事業の継続や財産の換価を図るのに有益である。

神によって会社決議を合法的に左右しうる利便から、半官半民の混合経済企業にも適する。（配）
法
利
益
が
営
業
的
に
確
保
さ
れ
る
に
至
ら
な
い
発
明
そ
の
他
の
研
究
事
業
に
お
け
る
試
験
会
社
の
設
立
に
も
好
適
で
あ
る
。
異
分
子
の

院
（
田
）

学
侵
入
と
撹
乱
を
排
除
す
る
必
要
の
一
員
い
新
聞
事
業
会
社
に
も
好
ま
し
い
。
国
家
ま
た
は
公
共
団
体
が
会
社
の
持
分
を
所
有
す
る
こ
と

－
用

（
“
）
 

こ
の
会
社
の
弊
害
と
し
て
は
、
も
し
社
員
数
や
資
本
額
を
無
制
限
に
す
れ
ば
、
そ
の
大
規
模
な
も
の
は
株
式
会
社
の
不
純
な
転
向

を
助
長
し
、
そ
の
小
規
模
な
も
の
は
泡
沫
会
社
を
誘
発
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
経
済
の
健
全
な
発
達
に
背
馳
す
る
こ
と

（
開
）

に
な
る
と
い
う
旨
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
、
社
員
数
お
よ
び
資
本
額
に
つ
き
、
最
高
限
度

（
髄
）

お
よ
び
最
低
限
度
の
双
方
を
画
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

次
い
で
、
こ
の
年
に
公
表
さ
れ
た
論
稿
と
し
て
は
、
中
小
企
業
に
適
し
た
有
限
績
湛
会
社
の
特
徴
を
簡
明
に
整
理
さ
れ
る
と
と
も

に
、
わ
が
国
の
立
法
化
に
あ
た
っ
て
の
提
一
一
一
一
口
を
も
試
み
ら
れ
た
佐
々
穆
博
士
の
論
稿
が
あ
る
。

こ
の
論
稿
の
な
か
で
わ
が
国
の
立
法
化
に
あ
た
っ
て
、
注
意
検
討
を
要
す
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
点
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
こ
の
形
態
の
会
社
に
あ
ら
ゆ
る
事
業
目
的
を
無
制
限
に
許
容
し
、
会
社
債
権
者
の
利
害
に
直
接
重
大
な
関
係
を
有
す
る
事
業

を
も
認
め
る
こ
と
は
、
こ
の
会
社
が
小
規
模
な
有
限
責
任
社
員
の
み
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な（館
）

い
の
で
、
こ
の
ム
ヱ
社
の
特
異
性
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
目
的
た
る
事
業
に
対
す
る
一
定
の
制
限
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

社
員
数
の
制
限
に
つ
き
、
い
わ
ゆ
る
一
人
会
社
を
認
め
る
と
同
時
に
、
社
員
数
の
最
高
限
度
を
も
定
め
る
べ
き
で
あ
る
と
き
れ
て
い

昭和一三年会社法改正の歴史的展開・第三部

〆
的
）

る
。
資
本
額
の
定
め
に
つ
き
、
最
低
限
度
額
を
法
｛
正
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
最
高
限
度
額
の
法
定
に
は
相
当
の
研
究
を
要

（
刀
）

す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
｛
疋
款
規
定
を
も
っ
て
定
め
う
る
任
意
義
務
の
ひ
と
つ
で
あ
る
社
員
の
追
加
出
資
義
務
の
導
入
に
つ
い
て
は
、

（
刀
）

母
国
た
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
実
際
の
利
用
が
き
わ
め
て
稀
で
あ
り
、
こ
の
事
実
が
参
考
に
な
る
旨
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
会
社
の

（
ね
）

機
関
に
つ
き
、
監
査
役
の
認
否
は
、
定
款
の
自
治
に
一
任
す
べ
き
で
あ
る
と
三
」
れ
て
い
る
。
社
員
総
会
に
お
い
て
、
書
面
決
議
を
導

（
ね
）

入
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
三
」
れ
て
い
る
。

⑤
昭
和
一
○
年

こ
の
年
に
は
、
商
法
改
正
に
関
す
る
有
力
な
論
稿
が
少
な
い
。
有
限
責
任
会
社
法
の
採
用
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

つ
●
。当
時
の
ド
イ
ツ
有
限
責
任
会
社
法
を
全
訳
し
、
そ
の
法
構
造
を
解
説
す
る
と
と
も
に
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
有
限
責
任
会
社
法
を
全

（
河
）

訳
し
て
紹
介
し
た
論
稿
の
存
在
を
指
摘
－
し
う
る
に
と
ど
ま
る
。

⑥
昭
和
二
年

後
の
有
限
会
社
法
を
除
く
本
体
の
商
法
典
の
ほ
う
は
、
昭
和
一
○
年
末
に
立
案
作
業
を
終
え
、
同
年
一
一
一
月
二
六
日
開
会
の
第
六

八
回
帝
国
議
会
に
提
案
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
昭
和
二
年
一
月
一
一
一
日
の
衆
議
院
の
解
散
に
よ
っ
て
、
成
立
に
至
ら
な
か
っ

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
有
限
会
社
法
を
除
く
商
法
改
正
法
律
案
の
み
が
、
昭
和
二
年
初
め
に
公
表
さ
れ
た
。

後
の
有
限
会
社
法
の
起
草
作
業
の
進
捗
状
況
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
松
本
無
治
博
士
に
よ
れ
ば
、
昭
和
二
年
の
初
め
に

お
い
て
は
、
有
限
会
社
法
案
は
ま
だ
起
草
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
松
本
博
士
は
、
商
法
改
正
案
の
ほ
う
は
議
会
の
通
過

後
お
そ
ら
く
一
一
年
後
で
な
け
れ
ば
施
行
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
商
法
改
正
案
に
一
年
遅
れ
て
こ
の
特
別
法
を
議
会
に
提
出
す
れ

（
市
）

ば
、
お
そ
ら
く
商
法
と
の
同
時
施
行
が
可
能
で
あ
る
１
と
の
見
通
し
を
持
た
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

佐
伯
判
事
は
、
ド
イ
ツ
を
中
心
に
欧
州
各
国
の
こ
の
会
社
法
制
を
整
理
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
こ
の
会
社
制
度
が
中
小
企
業
者
に
Ⅲ

霧

ｌｌＩｉ (916） 1５（917） 
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卯
）

一
○
分
の
一
以
上
に
あ
た
る
少
数
社
員
に
与
え
る
こ
と
、
を
提
案
さ
れ
て
い
る
。
社
員
総
会
に
お
け
る
議
決
権
は
、
基
本
中
山
資
の
法

（
皿
）

定
最
少
額
た
る
二
○
○
円
ご
と
に
一
個
と
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

会
社
の
計
算
に
関
す
る
提
案
。
貸
借
対
照
表
の
作
成
に
つ
き
、
株
式
会
社
に
準
じ
た
規
定
を
設
け
る
が
、
そ
の
公
告
は
強
制
し
な

（
皿
）

い
』
ｂ
の
と
し
、
同
時
に
、
社
員
お
よ
び
会
社
債
権
者
に
対
し
て
、
そ
れ
を
閲
覧
に
供
す
る
途
を
ひ
ら
く
よ
う
提
案
さ
れ
る
。
社
員
は
、

（
卵
）

そ
の
善
意
悪
意
を
問
わ
ず
、
違
法
配
当
を
会
社
に
返
還
す
る
義
務
を
負
う
ｊ
Ｕ
の
と
す
る
。
社
員
に
追
加
出
資
義
務
を
認
め
る
こ
と
と

（
則
）

の
関
連
で
、
法
定
準
備
金
の
制
度
尖
と
認
め
る
必
要
は
な
い
。
建
設
利
息
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
事
業
を
目
的
と
す
る
会
社
は
、
株
式

（
妬
）

会
社
形
態
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
提
一
一
一
一
口
が
な
さ
れ
て
い
る
。

定
款
の
変
更
に
関
す
る
提
案
。
事
業
の
変
更
や
社
員
の
負
担
す
る
義
務
の
増
加
を
と
も
な
う
定
款
の
変
更
は
、
総
社
員
の
同
意
を

部一
一
一
要
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
定
款
変
更
は
、
総
社
員
の
半
数
以
上
に
し
て
資
本
の
四
分
の
三
以
上
に
あ
た
る
持
分
を
有
す
る
社
員

第
（
妬
）

・
が
出
席
し
て
、
そ
の
過
半
数
の
決
議
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
‐
と
さ
れ
て
い
る
。

開
（
卯
）

展
解
散
お
よ
び
組
織
変
更
に
関
す
る
提
案
。
杜
巨
貝
が
一
人
と
な
る
こ
と
は
解
散
事
由
と
は
な
ら
ず
、
社
員
の
死
亡
、
禁
治
産
ま
た
は

的
（
Ｗ
）
 

史
破
産
等
を
解
散
事
由
と
す
べ
き
か
否
か
を
｛
疋
款
の
自
治
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

歴の
こ
の
年
の
そ
の
他
の
論
稿
と
し
て
は
、
’
九
三
五
年
（
昭
和
一
○
年
）
七
月
九
日
に
成
立
し
た
ベ
ル
ギ
ー
有
限
責
任
会
社
法
の
紹

開展
解
散
お
よ
》

的史
破
産
等
を
解
挫

歴の
こ
の
年
の
》

正
（
兜
）

改
介
稿
が
あ
る
。

法社
、
昭
和

〈云年
昭
和
一
三
」

一一一論議にも、一
日珊
査
委
員
会
は
、

この年の有力な論稿として、佐々穆博士の立法私案があ研一設立から解散および組織変更に至るまで、具体的超

（皿）．◎
に
一
一
一
一
一
一
項
目
を
挙
げ
て
立
法
私
案
を
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
主
た
る
提
案
を
概
観
し
て
お
こ
う

持分に対する基本出資につき、全額払込制の採用を求めておられる。８
１
 

（
万
）

９
 

会
社
の
体
裁
お
よ
び
設
立
に
関
す
る
提
案
。
社
員
数
の
最
大
限
度
を
五
○
人
と
す
る
よ
う
提
案
さ
れ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
、
ト
ル
コ
、
ｌ

（
泥
）

ス
ペ
イ
ン
法
等
を
参
考
に
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
最
低
資
本
金
額
を
一
万
円
と
す
る
よ
う
説
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
社
員
は
少
数
で

（
ね
）

あ
っ
て
も
多
額
な
資
本
で
経
営
し
う
る
よ
う
に
、
資
本
金
額
の
最
一
員
限
度
を
設
け
る
必
要
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

社
員
の
持
分
お
よ
び
そ
の
譲
渡
に
関
す
る
提
案
。
持
分
に
対
す
る
基
本
出
資
の
金
額
は
、
最
少
限
を
一
一
○
○
円
と
し
、
こ
れ
を
超

え
る
金
額
に
あ
っ
て
は
、
一
○
○
円
を
も
っ
て
整
除
し
う
る
金
額
で
あ
る
限
り
、
各
社
員
に
つ
い
て
差
異
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
同

（
帥
）

時
に
、
い
わ
ゆ
る
持
分
単
一
の
原
則
を
認
め
る
よ
う
提
案
さ
れ
て
い
る
。
持
分
の
譲
渡
を
相
当
に
困
難
に
す
べ
く
、
ス
イ
ス
法
案
に

な
ら
っ
て
、
総
社
員
の
四
分
の
一
一
一
以
上
に
し
て
資
本
の
四
分
の
一
一
一
以
上
に
あ
た
る
社
員
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
譲
渡
で
き
な

い
も
の
と
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
譲
渡
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
譲
渡
を
欲
す
る
者
に
会
社
に
対（肥）

す
る
持
分
買
取
請
求
権
を
与
、
え
、
そ
の
貢
取
価
額
は
、
必
要
に
応
じ
て
裁
判
所
が
関
与
し
て
決
定
さ
れ
る
よ
う
提
案
さ
れ
て
い
る
。

（
閉
）

社
員
の
責
任
に
関
す
る
提
案
ｐ
社
員
の
填
補
義
務
に
つ
き
、
違
法
配
当
お
よ
び
追
加
出
資
の
違
法
払
戻
し
の
返
還
不
履
行
が
あ
っ

たときならびに填補義務自体の不履行があったときにこの義務を認めるよ耐一王張され躯追加出資義務につき、
｜
定
限
度
に
お
い
て
定
款
責
任
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
便
利
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
現
物
の
反
復
的
給
付
に
限
っ
て
、

（
妬
）

従
給
付
義
務
（
付
随
給
付
義
務
）
を
認
め
る
よ
う
説
か
れ
て
い
る
。

会
社
機
関
に
関
す
る
提
案
・
業
務
執
行
役
の
任
期
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
終
身
を
原
則
と
す
べ
き
で
あ
る
と
説

（
鍋
）

（
的
）

か
れ
る
・
監
査
役
を
任
意
機
関
と
す
る
こ
と
、
社
員
総
会
決
議
に
書
面
決
議
を
認
め
る
こ
と
、
社
員
総
会
の
招
集
権
を
基
本
出
資
の

（
師
）

、
昭
和
一
二
年

昭
和
一
三
年
会
社
法
改
正
作
業
に
先
駆
的
、
牽
引
的
な
役
割
り
を
果
た
し
た
東
京
商
工
会
議
所
は
、
有
限
責
任
会
社
制
度
の
採
用

議
に
も
、
積
極
的
な
役
割
り
を
果
た
そ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
同
会
議
所
が
設
置
し
た
商
事
関
係
法
規
改
正
準
備
委
員
会
の
主

委
員
会
は
、
こ
の
年
に
（
遅
く
と
も
五
月
以
前
）
、
仮
決
議
案
と
し
て
、
三
○
項
よ
り
な
る
有
限
責
任
会
社
法
案
要
綱
を
公
表
し

(919） １７ 
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い
る
・
こ
の
要
綱
は
、
こ
の
会
社
の
構
成
、
設
立
の
方
法
、
社
員
の
責
任
お
よ
び
義
務
、
持
分
の
譲
渡
、
機
関
、
資
本
の
増
加
お（”
）
 

よ
び
減
少
、
解
散
、
組
織
変
更
等
の
各
重
要
項
目
に
つ
き
、
そ
の
骨
子
と
な
る
べ
き
も
つ
と
も
緊
急
な
項
目
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

右
の
要
綱
の
主
た
る
提
案
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
社
員
の
出
資
を
口
数
に
分
か
ち
、
そ
の
一
口
を
一
○
○
円
以
上
と
し

（
要
綱
第
十
一
一
一
）
、
社
員
数
の
最
大
限
を
一
○
○
人
と
し
た
こ
と
に
よ
り
（
要
綱
第
四
）
、
資
本
の
最
小
限
を
一
万
円
と
し
た
（
要
綱

第
五
）
・
設
立
に
際
し
て
は
、
社
員
の
全
額
払
込
主
義
を
採
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
要
綱
第
九
）
。
出
資
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
払

込
み
が
な
か
っ
た
と
き
、
総
社
員
は
会
社
債
権
者
に
対
す
る
直
接
責
任
と
し
て
、
連
帯
し
て
補
償
責
任
を
負
う
も
の
と
し
て
い
る

（
要
綱
第
十
一
）
・
現
物
出
資
ま
た
は
財
産
引
受
の
目
的
価
格
の
過
大
評
価
が
あ
っ
た
と
き
も
、
会
社
債
権
者
に
対
す
る
総
社
員
の

連
帯
責
任
を
認
め
て
い
る
（
要
綱
第
十
一
一
）
。
社
員
以
外
の
者
へ
の
持
分
の
譲
渡
は
、
社
員
の
半
数
以
上
に
し
て
総
議
決
権
（
一
口

一
議
決
権
）
の
四
分
の
一
一
一
以
上
の
同
意
を
要
す
る
も
の
と
し
、
同
意
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
持
分
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る

者
に
、
他
の
社
員
に
対
す
る
持
分
買
取
請
求
権
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
（
要
綱
第
十
四
）
。
持
分
の
相
続
が
生
じ
た
と
き
に
、
社
員

と
し
て
不
適
当
な
者
が
参
加
す
る
事
態
を
招
く
こ
と
を
防
止
す
べ
く
、
総
社
員
の
決
議
に
よ
っ
て
、
相
当
の
代
価
を
も
っ
て
そ
の
持

分
を
他
の
社
員
に
譲
渡
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
款
規
定
を
許
容
す
る
（
要
綱
第
十
五
）
。
｜
定
限
度
の
い
わ
ゆ
る
追
加
出
資

義
務
を
｛
疋
款
責
任
と
す
る
こ
と
を
認
め
る
（
要
綱
第
十
六
）
。
社
員
総
会
に
お
け
る
書
面
決
議
を
認
め
（
要
綱
第
十
七
）
、
総
会
決
議

を
特
別
決
議
事
項
と
通
常
決
議
事
項
と
に
分
か
つ
（
要
綱
第
十
八
）
。
定
款
ま
た
は
社
員
総
会
の
決
議
を
も
っ
て
、
一
人
ま
た
は
数

人
の
業
務
の
執
行
お
よ
び
会
社
の
代
表
を
す
る
取
締
役
を
選
任
す
る
が
（
要
綱
第
十
九
、
第
一
一
十
）
、
そ
の
任
期
に
つ
い
て
は
法
定

し
な
い
（
要
綱
第
一
一
十
一
）
・
貸
借
対
照
表
の
公
告
は
強
制
し
な
い
（
要
綱
第
一
一
十
一
一
一
）
。
違
法
配
当
が
あ
っ
た
と
き
、
総
社
員
は
、

会
社
債
権
者
に
対
し
て
連
帯
し
て
配
当
金
返
還
義
務
を
負
う
（
要
綱
第
一
一
十
四
）
。
一
人
会
社
を
認
め
る
（
要
綱
第
一
一
十
七
）
。
合
名

会
社
ま
た
は
合
資
会
社
の
有
限
責
任
会
社
へ
の
組
織
変
更
を
認
め
る
（
要
綱
第
一
一
一
十
）
。

昭
和
一
一
一
一
年
一
月
、
政
府
は
、
第
七
一
一
一
回
帝
国
議
会
に
、
第
七
○
回
帝
国
議
会
に
お
い
て
審
議
未
了
に
終
わ
っ
た
商
法
中
改
正
法

律
案
と
と
も
に
、
有
限
会
社
法
案
を
提
出
し
、
同
法
案
を
公
示
し
た
（
昭
和
一
一
一
一
年
二
月
一
日
付
官
報
号
外
参
照
）
。
有
限
会
社
法

案
は
、
全
一
○
章
八
九
か
条
か
ら
成
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
商
法
こ
と
に
株
式
会
社
法
（
同
時
提
出
の
改
正
法
律
案
）
か
ら

の
準
用
規
定
は
、
有
限
会
社
法
案
の
条
文
数
の
倍
近
い
一
六
○
か
条
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

こ
の
法
案
の
大
綱
は
、
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

①
有
限
会
社
は
、
商
法
上
の
会
社
と
そ
の
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
（
｜
条
な
い
し
四
条
）
。
②
社
員
の
責
任
は
、
そ
の
出
資

の
金
額
を
限
度
と
す
る
こ
と
を
も
っ
て
原
則
と
す
る
（
’
七
条
）
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
法
に
あ
る
よ
う
な
、
定
款
に
よ
る
任
意
義

務
を
認
め
る
こ
と
な
く
、
法
定
義
務
の
ほ
か
は
こ
れ
を
認
め
な
い
と
い
う
主
義
を
採
っ
た
。
③
社
員
の
数
は
原
則
と
し
て
二
人
以
上

五
○
人
以
下
た
る
こ
と
と
す
る
（
八
条
）
。
④
資
本
の
総
額
は
一
万
円
以
上
た
る
こ
と
と
す
る
（
九
条
）
。
⑤
出
資
の
一
口
の
金
額
は

一
○
○
円
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
（
’
○
条
）
。
⑥
持
分
の
譲
渡
に
は
社
員
総
会
の
特
別
決
議
を
要
す
る
も
の
と
し
、

か
つ
、
持
分
の
有
価
証
券
化
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
（
’
九
条
、
二
一
条
）
。
⑦
設
立
ま
た
は
増
資
に
あ
た
り
、
社
員
の
公
募

を
な
し
え
な
い
も
の
と
す
る
（
五
一
一
条
二
項
）
。
⑧
設
立
の
際
に
出
資
全
額
の
払
込
み
お
よ
び
現
物
出
資
の
目
的
た
る
財
産
の
全
部

の
給
付
を
必
要
で
あ
る
と
す
る
（
’
二
条
）
。
⑨
現
物
出
資
お
よ
び
財
産
引
受
の
目
的
た
る
財
産
の
実
価
に
不
足
が
あ
る
と
き
は
、

設
立
当
時
の
社
員
が
連
帯
し
て
填
補
責
任
を
負
う
べ
き
こ
と
と
す
る
（
一
四
条
）
。
⑩
払
込
み
ま
た
は
現
物
出
資
の
給
付
の
未
済
に

つ
い
て
は
、
会
社
成
立
当
時
の
取
締
役
、
監
査
役
お
よ
び
社
員
が
連
帯
し
て
填
補
責
任
を
負
う
べ
き
こ
と
と
す
る
（
｜
五
条
）
。
⑪

監
査
役
は
任
意
機
関
た
る
こ
と
と
す
る
（
三
一
一
一
条
）
。
⑫
増
資
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
前
掲
の
⑨
⑩
と
同
様
の
填
補
責
任
を
認
め
る

六
、
有
限
会
社
法
案
の
国
会
提
出
と
公
表

(920） 1８ 
(921） 1９ 
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」
と
と
す
る
（
五
四
条
、
五
五
条
）
。
⑬
社
員
総
会
に
お
け
る
議
決
権
は
原
則
と
し
て
出
資
一
口
に
つ
き
一
個
と
す
る
こ
と
と
す
る

（
三
九
条
）
。
⑭
総
会
決
議
に
は
通
常
決
議
と
特
別
決
議
の
一
一
種
類
が
あ
る
も
の
と
す
る
（
四
一
条
、
四
八
条
）
。
⑮
総
会
招
集
の
手

続
き
お
よ
び
決
議
の
方
法
を
い
ち
じ
る
し
く
簡
易
な
も
の
と
す
る
（
一
一
一
六
条
、
三
八
条
、
四
一
一
条
）
。
⑯
少
数
社
員
の
訴
訟
提
起
請

求
権
、
総
会
招
集
請
求
権
お
よ
び
検
査
役
選
任
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
と
す
る
（
三
七
条
、
四
一
条
、
四
五
条
）
。
⑰
有
限
会
社
相

互
間
お
よ
び
有
限
会
社
と
株
式
会
社
と
の
間
に
お
い
て
合
併
を
な
し
え
る
も
の
と
す
る
（
五
九
条
、
六
○
条
）
。
⑬
有
限
会
社
と
株

式
会
社
と
の
相
互
間
に
お
い
て
組
織
変
更
を
認
め
る
こ
と
と
す
る
（
六
四
条
、
六
七
条
）
。
⑲
貸
借
対
照
表
の
公
告
を
必
要
と
し
な

い
も
の
と
す
る
。
⑳
社
債
の
発
行
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

右
の
有
限
会
社
法
案
の
公
表
直
後
、
い
ち
は
や
く
、
こ
れ
に
解
説
、
批
評
を
加
え
ら
れ
た
の
は
、
大
隅
健
一
郎
博
士
（
当
時
助
教

（
Ⅷ
）
 

（
皿
）

授
）
と
伊
澤
孝
平
博
士
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
佐
々
穆
博
士
も
法
案
の
解
説
を
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
司
法
省
民
事
局
に
よ
る
法
案

（
皿
）

の
説
明
が
、
法
曹
〈
室
雑
誌
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

大
隅
健
一
郎
博
士
は
、
「
有
限
会
社
」
と
い
う
名
称
に
関
し
て
、
こ
の
名
称
は
法
案
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
立
案
者
の
苦
心
の
ほ

ど
は
推
察
で
き
る
が
、
こ
の
名
称
を
も
っ
て
し
て
も
会
社
の
実
体
を
表
現
し
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
世
界
的
名
称
で
あ
り
、

（
川
）

わ
が
国
で
も
熟
し
て
い
る
「
有
限
責
任
〈
三
社
」
の
名
称
が
勝
っ
て
い
る
と
評
し
て
お
ら
れ
る
。

大
隅
博
士
は
、
法
案
全
体
を
総
括
し
て
以
下
の
よ
う
に
評
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
法
案
が
規
定
す
る
会
社
は
、
そ
の
実
質

に
お
い
て
、
株
式
会
社
と
ま
っ
た
く
別
個
の
形
態
の
会
社
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
簡
易
株
式
会
社
と
言
う
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
を

有
し
て
い
る
。
本
法
案
が
認
め
る
有
限
会
社
は
、
人
的
会
社
的
要
素
と
物
的
会
社
的
要
素
と
の
配
合
の
具
合
い
に
お
い
て
、
と
く
に

後
者
の
要
素
を
多
分
に
具
備
し
て
お
り
、
そ
の
点
む
し
ろ
英
国
の
私
会
社
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
も
し
こ
れ
を
株

式
会
社
の
一
変
種
と
し
て
商
法
中
に
採
り
入
れ
た
な
ら
ば
、
は
る
か
に
少
数
の
規
定
を
も
っ
て
よ
り
簡
明
に
規
定
し
え
た
の
で
は
な

／
Ⅱ
）
 

か
ろ
う
か
。

伊
澤
孝
平
博
士
の
本
法
案
全
体
に
対
す
る
評
価
は
、
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
法
案
が
認
め
る
有

限
会
社
は
、
物
的
会
社
性
が
顕
著
で
あ
っ
て
、
株
式
会
社
の
一
変
種
と
一
一
一
一
口
っ
て
も
過
一
一
一
一
口
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
有
限
責
任

会
社
法
に
あ
っ
て
は
、
定
款
の
自
治
に
委
ね
る
範
囲
が
き
わ
め
て
広
範
で
あ
り
、
企
業
の
目
的
や
性
質
等
に
応
じ
て
人
的
性
質
を
濃

厚
に
す
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
株
式
会
社
に
近
似
せ
し
め
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
対
し
て
わ
が
有
限
会

社
法
案
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
窮
屈
で
あ
る
。
し
か
し
、
会
社
機
構
の
単
純
簡
易
と
い
う
点
お
よ
び
会
社
債
権
者
の
保

（
順
）

護
と
い
う
点
に
至
っ
て
は
、
わ
が
有
限
〈
雪
社
法
案
が
は
る
か
に
優
れ
て
い
る
。

第
七
三
回
帝
国
議
会
に
有
限
会
社
法
案
を
提
出
し
た
政
府
の
、
こ
の
法
案
に
か
け
た
姿
勢
は
、
き
わ
め
て
積
極
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
、
大
森
洪
太
司
法
省
民
事
局
長
は
、
昭
和
一
一
一
一
年
二
月
一
一
一
日
に
、
ラ
ジ
オ
放
送
を
通
じ
て
、
有
限
会
社
法
案
の
理

（
肌
）

由
説
明
を
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
局
長
は
、
新
聞
報
道
等
に
も
積
極
的
に
協
力
さ
れ
、
有
限
〈
云
社
を
商
法
曲
〈
中
に
規
定
し
な
か
っ

た
点
等
に
つ
き
、
新
聞
紙
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
（
有
限
会
社
）
を
商
法
の
法
典
中
に
規
定
す
る
と
、
商
法
の
会
社

が
五
種
類
分
な
り
勢
い
規
定
の
錯
綜
す
る
結
果
を
来
す
の
み
な
ら
ず
、
有
限
会
社
は
我
国
に
於
て
全
く
新
し
い
制
度
で
あ
る
か
ら
、

（
、
）

そ
の
運
用
の
実
績
に
徴
し
て
或
は
将
来
に
於
て
こ
れ
を
改
め
て
行
く
必
要
も
生
じ
て
来
る
だ
ろ
う
」
か
ら
、
改
正
の
便
宜
も
勘
案
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

有
限
会
社
法
案
を
付
議
さ
れ
た
第
七
一
一
一
回
帝
国
議
会
に
お
い
て
、
貴
族
院
は
、
昭
和
一
三
年
一
一
月
一
四
日
に
こ
れ
を
可
決
し
て
衆

議
院
に
送
付
し
た
。
衆
議
院
も
、
同
年
三
月
一
一
一
一
日
に
こ
れ
を
可
決
し
た
。
か
く
し
て
有
限
会
社
法
は
、
同
年
四
月
四
日
付
け
を
も
つ

軍議

蔓：

七
、
有
限
会
社
法
の
成
立
と
施
行

壹涛

》
鑿
警
鑿
鐸
譲

鑿
》
鑿
一
一
鑿
議
鑿
鑿
鑿
鑿
霧
鑿
議
鑿
議
鑿
鑿
鑿
議
鑿
鑿
塞

蕊；

鑿
鑿
鑿
》
一
一
霧
議
議
議

(922）２０ 
(923） 2１ 
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（表Ⅳ）同族会社統計

（昭和11年12月末現在）

⑪
昭
和
一
三
年
①

（
川
）

こ
の
年
に
公
表
さ
れ
た
論
稿
の
な
か
に
は
、
有
限
会
社
法
の
内
容
に
関
す
る
総
論
的
、
各
論
的
解
説
稿
の
ほ
か
に
、
わ
が
国
に
お

け
る
有
限
会
社
制
度
の
将
来
の
利
用
動
向
を
予
測
し
た
も
の
が
見
う
け
ら
れ
る
。
こ
の
予
測
が
、
楽
観
論
と
慎
重
論
と
に
分
か
れ
て

い
る
点
が
興
味
深
い
。

企
業
形
態
は
そ
の
国
の
経
済
情
勢
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
有
限
会
社
制
度
が
わ
が
国
に
お
い
て
も
当
然
に

（
川
）

隆
盛
を
き
わ
め
る
も
の
と
早
断
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
い
と
し
つ
つ
、
楽
観
茎
珈
派
は
、
当
時
の
統
計
に
お
い
て
わ
が
国
に
比
較
的
小

（
川
）

（
Ⅲ
）
 

規
模
な
会
社
が
多
数
に
上
る
こ
と
、
外
国
に
お
け
る
実
績
を
無
視
で
き
な
い
こ
と
、
等
を
根
拠
に
、
将
来
に
お
け
る
こ
の
制
度
の
利

（
皿
）

用
率
の
大
な
る
べ
き
こ
と
は
こ
れ
を
断
定
し
て
謬
は
あ
る
ま
い
と
か
、
い
ず
れ
株
式
△
室
社
と
有
限
会
社
と
の
併
立
の
時
代
が
到
来
す

（
畑
）

る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

（
川
）

楽
観
論
に
与
す
る
も
の
の
な
か
に
、
当
時
の
同
族
会
社
の
実
態
を
ふ
ま
え
て
、
有
限
会
社
の
将
来
性
を
説
く
も
の
が
あ
る
。
す
な

（
順
）

わ
ち
、
当
時
の
所
得
税
法
一
一
一
条
一
一
項
に
定
義
さ
れ
た
同
族
会
社
は
、
大
蔵
省
、
王
税
局
公
表
の
昭
和
一
一
年
一
一
一
月
末
現
在
の
統
計

に
よ
れ
ば
、
総
株
式
会
社
数
二
五
、
七
八
五
社
中
、
一
○
、
五
七
五
社
に
上
り
、
株
式
会
社
全
体
の
四
一
・
○
｜
パ
ー
セ
ン
ト
を
占

（
川
）

め
て
い
る
。
同
族
〈
云
社
の
よ
う
な
、
社
員
間
の
相
互
信
頼
に
基
礎
を
置
く
株
式
会
社
は
、
単
に
有
限
責
任
制
度
の
恩
恵
に
浴
し
、
税

金
関
係
の
考
慮
に
基
づ
く
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
が
現
実
な
の
で
あ
る
か
ら
、
有
限
会
社
は
か
か
る
会
社
の
要
求
に
答
え
う
る
も
の
で

て
、
昭
和
一
三
年
法
律
第
七
四
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。
そ
の
施
行
は
、
商
法
中
改
正
法
と
同
様
、
昭
和
一
五
年
一
月
一
日
で
あ
っ
皿

た
。

２
 
９
 

４
 

八
、
有
限
会
社
法
成
立
後
の
議
論
状
況

（
ｗ
）
 

あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
す
べ
て
の
会
社
種
類
に
お
け
る
当
時
の
同
族
〈
二
社
の
状
況
は
、
表
Ⅳ
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
統
計
を
根
拠
に
有
限
会
社
に
対
す
る
社
会
的
要
求
は
高
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
予
測
し
、
株
式
会
社
だ
け
で
な
く
、
合
名
会（川
）

社
、
合
資
会
社
、
株
式
合
資
会
社
か
ら
有
限
会
社
へ
組
織
を
変
更
す
る
も
の
が
決
し
て
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

以
上
に
対
し
、
慎
重
論
派
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
世
間
に
「
会
社
に
す
る
な
ら
ば
株

式
会
社
」
と
い
う
見
方
が
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
株
式
会
社
に
し
て
お
け
ば
、
世
の
中
の
見
得
も
良
く
、
信
用
も
ま
た
厚
い
と
い
う
漠

会社総数会社種類別

然
と
し
た
考
え
方
か
ら
、
会
社
を
株
式
会
社
に
し
て
い
る
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た

（
川
）

が
っ
て
、
案
外
な
お
株
式
会
社
た
る
現
状
の
ま
ま
で
進
む
向
き
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
新

し
い
制
度
と
い
う
も
の
は
、
多
少
の
年
月
を
経
て
人
々
が
こ
れ
に
馴
れ
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で

あ
り
、
便
利
な
制
度
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
急
に
こ
の
形
態
の
会
社
が
増
え
る
こ
と
も
期
待
で
き

〈
伽
）

な
い
。

右
に
加
え
、
わ
が
国
に
お
い
て
意
外
に
合
資
会
社
の
利
用
が
多
い
の
は
、
最
少
限
ひ
と
り
だ
け
無

限
責
任
社
員
を
置
け
ば
、
残
り
の
社
員
が
有
限
責
任
社
員
で
い
ら
れ
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
と
分
析
し
、
こ
の
よ
う
な
会
社
の
な
か
か
ら
こ
そ
、
合
資
会
社
か
ら
有
限
会
社
に
転
換
す
る
も

の
が
出
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
に
、
新
法
に
お
い
て
は
、
か
か
る
場
合
に
組
織
変
更
と
い
う
便
法

（
皿
）

が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
が
、
と
く
に
強
調
さ
れ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

将
来
予
測
以
外
の
、
有
限
会
社
法
自
体
に
関
連
し
た
各
論
的
指
摘
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
意
見

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
限
会
社
の
資
本
の
総
額
は
一
万
円
以
上
た
る
こ
と
を
要
す
る
と
規
定
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
点
は
、
会
社
濫
設
の
防
止
や
社
会
公
益
を
害
す
る
危
険
の
回
避
と
い
う
観
点
か
ら
肯

！ 
!'； 2３（925） 

会社種類別 会社総数 同族会社数（百分率）

合名会社

合資会社

株式会社

株式合資会社 ７３５１ ０１８４ ８６７ ～９９ ８１５ １５２ 
17,390（92.47） 

46,766（90.61） 

1０，５７５（41.01） 

1９（46.34） 



た
立
法
で
あ
る
が
、
「
小
型
株
式
会
社
」
の
創
作
を
目
指
す
な
ら
ば
、
も
っ
と
別
の
方
法
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
は
た
し
て
、

（
伽
）

本
法
の
よ
う
な
単
行
法
が
適
当
で
あ
っ
た
の
か
と
総
括
さ
れ
て
い
る
。

各
論
的
批
評
に
関
し
て
も
、
き
わ
め
て
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
会
社
成
立
当
時
の
社
員
、
取
締
役
等
の

填
補
責
任
の
免
除
制
限
に
関
す
る
問
題
、
取
締
役
の
解
任
に
関
す
る
問
題
、
定
款
変
更
の
た
め
の
社
員
総
会
手
続
き
に
関
す
る
問
題

へ
の
指
摘
を
取
り
上
げ
て
お
こ
う
。

有
限
会
社
法
一
六
条
は
、
現
物
出
資
お
よ
び
財
産
引
受
に
関
す
る
会
社
成
立
当
時
の
社
員
の
填
補
責
任
（
’
四
条
）
な
ら
び
に
出

資
履
行
未
済
に
対
す
る
会
社
成
立
当
時
の
取
締
役
、
監
査
役
お
よ
び
社
員
の
填
補
責
任
二
五
条
）
に
か
か
る
義
務
免
除
の
制
限
規

定
で
あ
る
。
同
条
は
、
右
の
責
任
を
五
か
年
以
内
は
免
除
し
え
な
い
と
し
て
、
こ
の
責
任
を
厳
格
に
し
て
、
会
社
資
本
を
確
保
し
よ

部三
う
と
す
る
主
旨
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
は
、
会
社
債
権
者
の
た
め
の
保
護
規
定
と
し
て
は
、
空
文
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

第・
同
条
に
お
い
て
、
社
員
の
責
任
を
何
人
が
免
除
す
る
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
と
く
に
規
定
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

開展
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
も
、
取
締
役
の
業
務
執
行
行
為
に
よ
っ
て
も
免
責
さ
れ
う
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
社
員
総

的史
会
も
取
締
役
も
結
局
は
有
力
な
社
員
の
左
右
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
社
員
は
、
五
年
を
経
過
す
れ
ば
、
い
ず
れ
に
せ

歴の
ょ
自
己
の
免
責
を
得
て
し
ま
う
結
果
と
な
る
。
ま
た
、
取
締
役
、
監
査
役
の
責
任
の
免
除
は
、
四
○
条
一
項
四
号
に
基
づ
く
社
員
総

正
．

改
会
の
特
別
決
議
に
よ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
無
制
限
に
免
責
を
有
効
と
解
せ
ば
、
会
社
債
権
者
を
害
す
る
結
果
と
な
る
。

法
（
皿
）

（
醜
）

社
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
増
資
の
場
ム
ロ
の
填
補
義
務
免
除
の
制
限
に
関
す
る
五
六
条
や
組
織

〈工
（
鯛
）

年
変
更
の
場
ム
ロ
の
純
資
産
額
填
補
義
務
免
除
の
制
限
に
関
す
る
六
五
条
二
項
に
も
妥
当
す
る
。

一一一一
有
限
会
社
法
三
一
一
条
は
、
有
限
会
社
の
取
締
役
に
必
要
な
規
定
を
株
式
会
社
の
取
締
役
に
関
す
る
諸
規
定
か
ら
準
用
し
て
い
る
が
、

＊
 

昭
取
締
役
の
解
任
（
商
法
一
一
六
一
一
条
）
の
規
定
を
も
準
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
有
限
会
社
の
取
締
役
は
、
定
款
を
も
っ
て
定
め
ら
れ
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定
し
う
る
。
し
か
し
、
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
、
そ
の
最
少
社
員
数
七
人
が
額
面
五
○
円
の
株
式
を
一
株
あ
て
引
き
受
け
る
場
面
を

想
定
す
れ
ば
三
五
○
円
の
資
本
金
で
、
か
り
に
一
時
に
全
額
を
払
い
込
む
場
合
に
株
式
の
金
額
が
一
一
○
円
で
あ
る
と
き
は
（
昭
和
一

一
一
一
年
商
法
二
○
一
一
条
一
一
項
）
一
四
○
円
の
資
本
金
を
も
っ
て
法
律
的
に
は
会
社
の
設
立
が
可
能
で
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
有
限
会

（
皿
）

社
法
と
の
均
衡
上
、
株
式
〈
室
社
法
に
お
い
て
も
最
低
資
本
金
額
を
定
め
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

（
、
）

こ
の
年
の
有
限
〈
二
社
に
関
す
る
比
較
法
的
研
究
と
し
て
は
、
ス
イ
ス
法
の
紹
介
稿
お
よ
び
ド
イ
ツ
有
限
責
任
会
社
法
の
改
正
要
綱

（
皿
）

の
紹
介
稿
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
わ
が
国
の
議
論
に
直
接
の
関
連
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

②
昭
和
一
三
年
②

有
限
会
社
法
に
つ
き
、
こ
の
当
時
も
っ
と
も
詳
細
に
総
論
的
、
各
論
的
検
討
が
な
さ
れ
た
論
稿
と
し
て
、
法
学
志
林
上
に
連
載
さ

れ
た
大
隅
健
一
郎
博
士
、
大
橋
光
雄
助
教
授
（
当
時
）
、
千
野
國
丸
学
士
（
当
時
）
お
よ
び
三
宅
一
夫
学
士
（
当
時
）
に
よ
る
評
説

（
頤
）

が
あ
る
。

有
限
会
社
法
に
対
す
る
総
括
的
概
評
は
、
こ
の
法
律
に
つ
い
て
は
最
初
か
ら
の
期
待
が
大
き
す
ぎ
た
た
め
か
、
い
さ
さ
か
期
待
は

（
脳
）

ず
れ
の
感
な
し
と
し
な
い
、
と
き
わ
め
て
辛
口
の
感
想
が
付
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
「
有
限
会
社
法
」
の
名
称
が
鵺
（
ぬ
え
）
的
名
称
で
あ
り
、
公
称
名
と
し
て
採
用
す
る
の
は
賛
成
で
き
な
い
と
さ
れ
、
「
有

（
町
）

限
責
任
△
云
社
」
の
名
称
は
完
全
無
欠
で
は
な
い
に
し
て
も
、
「
有
限
会
社
」
の
名
称
に
は
優
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

本
法
の
条
文
は
、
過
多
、
繁
雑
に
し
て
不
洗
練
で
あ
る
と
断
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
法
は
、
も
し
準
用
規
定
が
な
け
れ
ば
二

百
数
十
条
を
超
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
の
数
の
規
定
が
必
要
な
ら
ば
と
も
か
く
、
物
的
会
社
と
人
的
会
社
の
中
間
形
態
の

（
伽
）

〈
二
社
を
規
定
し
よ
う
と
い
う
目
的
の
達
成
の
た
め
に
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
条
文
が
必
要
な
の
か
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

（
四
）

準
用
法
規
の
立
法
方
針
に
統
一
性
が
な
く
繁
雑
き
わ
ま
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
法
は
き
わ
め
て
物
的
ヘ
ヱ
社
に
偏
傾
し

:l生

尋患

lliLj 

liIiE (927） 2５ (926）２４ 
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右
の
ほ
か
に
、
経
済
学
者
の
論
稿
と
し
て
、
経
営
学
会
に
お
け
る
研
究
報
告
を
基
礎
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
統
計
資
料
の
分
析
等
も

（
剛
）

加
え
て
、
わ
が
国
の
有
限
会
社
の
将
来
の
経
営
上
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
組
織
変
更
に
関
す
る
指
摘
と

自
己
持
分
の
所
有
に
関
す
る
指
摘
と
を
取
り
上
げ
て
お
こ
う
。

株
式
会
社
か
ら
有
限
会
社
へ
の
組
織
変
更
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
今
後
、
中
小

規
模
の
株
式
会
社
か
ら
有
限
会
社
へ
の
組
織
変
更
が
広
汎
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
資
本
充
実
の
主
旨
か
ら
、

有
限
会
社
法
は
、
変
更
後
の
有
限
会
社
の
新
資
本
額
が
株
式
会
社
に
現
存
す
る
純
財
産
額
を
超
過
す
る
額
た
る
を
許
さ
な
い
（
六
四

条
一
項
）
と
と
も
に
、
も
し
組
織
変
更
の
決
議
当
時
の
純
財
産
額
が
資
本
総
額
に
不
足
す
る
と
き
は
、
決
議
当
時
の
取
締
役
、
監
査

役
お
よ
び
株
主
に
会
社
に
対
し
て
そ
の
不
足
額
を
支
払
う
義
務
を
課
し
て
い
る
（
六
五
条
）
。
と
こ
ろ
が
、
組
織
変
更
に
際
し
て
作

成
さ
れ
る
貸
借
対
照
表
は
、
年
次
対
照
表
と
は
異
な
り
、
現
行
の
営
業
を
続
行
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
個
々
の
財
産
の
有
す
る
価

値
が
評
価
ざ
れ
記
載
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
財
産
貸
借
対
照
表
で
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
設
立
の
際
に
お
け
る
と
異
な
り
、
こ
れ
ら
の

財
産
価
値
が
い
ず
れ
も
市
場
価
格
と
は
相
当
の
乖
離
を
生
じ
る
こ
と
が
当
然
で
あ
ろ
う
か
ら
、
評
価
の
厳
正
を
期
す
る
こ
と
は
い
つ

見
方
は
、
法
律
上
は
正
当
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
経
済
上
で
は
、
有
限
責
任
会
社
法
に
よ
っ
て
別
段
新
し
い
企
形
形
態
が
出
現

（
伽
）

し
た
わ
け
で
は
な
い
と
捉
え
て
い
る
。
一
一
一
一
口
わ
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
一
八
九
二
年
に
有
限
責
任
会
社
法
が
制
定
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
忽
然
と
し
て
一
個
の
新
企
業
形
態
が
出
現
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
か
ら
す
で
に
他
の
法
律
形
態
の
利
用
に
よ
っ
て
事
実

（
則
）

上
存
在
し
て
い
た
も
の
に
新
し
い
外
被
が
作
ら
れ
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
お

け
る
有
限
責
任
会
社
制
度
の
生
成
課
程
を
、
た
と
え
ば
合
資
会
社
の
無
限
責
任
社
員
に
藁
人
形
を
使
用
し
た
り
、
鉱
山
法
上
の
鉱
山

会
社
の
他
の
産
業
部
門
へ
の
採
用
と
い
っ
た
経
済
事
象
を
通
じ
て
分
析
し
て
い
る
。
商
法
史
上
の
成
果
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
評
価

る
の
を
通
常
と
し
、
株
式
会
社
の
よ
う
に
選
任
に
よ
る
の
は
む
し
ろ
例
外
た
る
べ
き
こ
と
は
、
同
法
二
条
が
予
想
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
こ
れ
を
予
想
す
る
な
ら
、
定
款
に
定
め
た
取
締
役
の
解
任
に
関
し
て
は
、
株
式
会
社
に
お
け
る
と
異
な
る
考
慮
が
な
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
選
任
に
よ
る
の
を
常
態
と
す
る
株
式
会
社
の
取
締
役
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
有
限
会
社
の
取
締
役

に
準
用
す
る
の
は
均
衡
を
欠
く
。
定
款
に
定
め
ら
れ
た
取
締
役
の
解
任
は
、
同
時
に
定
款
変
更
の
手
続
き
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
特
別
多
数
に
よ
る
特
別
決
議
さ
え
あ
れ
ば
、
い
つ
で
も
解
任
し
う
る
と
す
る
の
は
妥
当

で
は
な
い
。
社
員
が
取
締
役
た
る
場
合
と
社
員
で
な
い
者
が
取
締
役
た
る
場
合
と
を
同
一
に
扱
う
こ
と
も
妥
当
で
な
い
し
、
任
期
の

（
剛
）

定
め
が
な
い
場
合
に
無
賠
償
解
任
を
許
す
こ
と
も
妥
当
で
は
な
い
。

社
員
総
会
招
集
手
続
き
に
関
す
る
有
限
会
社
法
一
一
一
六
条
は
、
商
法
一
一
一
一
三
条
一
一
項
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
議
事
日
程
の
通
知
に
関

す
る
規
定
を
設
け
て
い
な
い
。
そ
の
当
否
は
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
定
時
総
会
の
期
日
を
定
め
て
お
い
て
招
集
通

知
を
省
略
す
る
よ
う
な
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
と
も
か
く
、
毎
回
必
ず
招
集
通
知
を
要
す
る
こ
と
と
し
な
が
ら
、
議
事
日
程

（
脇
）

だ
け
通
知
し
な
く
て
よ
い
と
す
る
こ
と
は
、
と
う
て
い
是
認
し
え
な
い
。
有
限
会
社
に
お
て
い
は
、
総
会
招
集
の
通
知
ざ
、
え
あ
れ
ば
、

随
時
の
総
会
に
お
い
て
何
時
に
て
も
有
限
会
社
法
四
七
条
の
定
款
変
更
の
議
案
を
提
出
で
き
る
こ
と
に
な
る
訳
で
あ
る
か
ら
、
社
員

は
、
ま
っ
た
く
不
意
打
ち
の
形
で
そ
の
審
議
を
強
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
定
款
の
変
更
の
よ
う
な
重
要
事｛
噸
）

項
に
関
し
て
、
何
ら
の
準
備
も
考
慮
も
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
、
突
如
議
案
の
審
議
決
｛
正
を
求
め
る
こ
と
は
、
い
か
に
も
不
当
で
あ
る
。

し
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

項
に
関
し
て
、
何
ら

③
昭
和
一
四
年

こ
の
年
に
は
、
経
済
学
者
の
論
稿
に
注
目
す
べ
き
も
の
が
目
立
つ
。

（
町
）

経
済
史
学
的
見
地
か
ら
、
有
限
責
任
会
社
制
度
の
生
成
過
程
を
研
究
し
た
論
稿
が
あ
る
。
法
律
学
者
は
、
有
限
責
任
会
社
を
、
立

法
者
に
よ
る
意
識
的
な
法
律
創
造
の
産
物
と
見
て
い
る
が
、
経
済
学
者
は
、
か
か
る
見
解
に
必
ず
し
も
賛
同
し
な
い
。
右
の
よ
う
な
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表
Ｖ
は
、
昭
和
一
五
年
か
ら
昭
和
二
○
年
に
至
る
わ
が
国
に
お
け
る
会
社
組
織
別
法
人
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
Ⅵ
は
、
昭

部三
和
一
五
年
か
ら
昭
和
一
七
年
に
至
る
会
社
新
規
設
立
数
お
よ
び
合
併
解
散
数
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。

第。
明
ら
か
に
合
名
会
社
、
合
資
会
社
の
数
が
減
少
す
る
と
と
も
に
、
有
限
会
社
数
は
着
実
な
伸
び
が
見
う
け
ら
れ
る
。
と
く
に
、
昭

開展
和
一
七
年
度
は
、
新
規
設
立
の
会
社
の
う
ち
、
実
に
五
七
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
が
有
限
会
社
形
態
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
合
資

的史
会
社
の
合
併
解
散
数
が
大
き
い
の
も
特
徴
と
し
て
指
摘
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
解
散
し
た
合
資
会
社
が
新
た
に
有
限
会
社

歴の
と
し
て
設
立
さ
れ
た
例
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

正改
と
こ
ろ
で
こ
の
時
期
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ナ
チ
ス
政
権
確
立
後
、
同
国
の
有
限
責
任
会
社
の
発
展
に
停
滞
が
み
ら
れ
る
と
の
指
摘

法
（
Ⅲ
）
 

社
が
あ
る
。
有
限
責
任
〈
云
社
は
、
｜
面
で
、
法
に
よ
る
厳
格
な
規
整
を
緩
和
す
る
と
い
う
長
所
を
も
っ
て
誕
生
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

〈二年
国
防
国
家
体
制
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
、
企
業
活
動
そ
れ
自
体
に
対
す
る
国
家
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
干
渉
が
生
じ
る
時
代
に
は
、
有
限

一一一一
責
任
会
社
と
い
う
企
業
形
態
が
有
す
る
長
所
は
相
当
に
減
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
当
時
の
一
部
の
ド
イ
ツ
の
学
者
は
、
有
限
責

和昭
任
会
社
制
度
の
発
展
の
停
滞
を
、
ド
イ
ツ
国
民
が
有
限
会
社
が
来
た
る
べ
き
立
法
に
よ
っ
て
冷
遇
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の
印
象
を
抱

そ
う
困
難
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
加
え
て
有
限
会
社
は
貸
借
対
照
表
の
公
示
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
を
本
則
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
社
員
が
近
親
者
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
冷
静
な
批
評
の
作
用
す
る
余
地
も
少
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
多
数
の
株
式
会
社
に
し
て
実
用
価
値
を
喪
失
し
た
も
の
が
過
剰
評
価
に
よ
っ
て
有
限
会
社
に
乗
り
換
え
る
傾
向

が
生
じ
は
し
ま
い
か
。
も
し
、
こ
の
傾
向
が
生
じ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
最
た
る
原
因
は
、
貸
借
対
照
表
に
公
示
性
が
な
い
点
に
求
め

（
川
）

，
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

有
限
会
社
に
お
け
る
自
己
持
分
の
所
有
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
有
限
会
社
法
は
、
株
式
会
社
に

お
け
る
自
己
株
式
取
得
禁
止
規
定
を
準
用
し
て
い
る
。
（
’
’
四
条
一
項
、
商
法
一
一
一
○
条
）
。
し
か
し
、
有
限
会
社
に
お
け
る
持
分
の

譲
渡
性
が
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
株
式
会
社
規
定
の
準
用
を
も
っ
て
し
て
は
律
し
え
な
い
点
が
多
々
存
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
有
限
会
社
社
員
の
第
一
一
一
者
に
対
す
る
持
分
の
譲
渡
に
は
厳
重
な
制
限
規
定
が
あ
り
、
実
際
に
お
い
て
持
分

の
譲
渡
は
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
有
限
会
社
の
社
員
は
、
持
分
を
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
会
社
と
の
関
係
を
断
ち
え
る

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
考
慮
す
れ
ば
、
会
社
が
自
己
持
分
を
所
有
し
う
る
範
囲
を
、
商
法
一
一
一
○
条
に
掲
げ
る
一
一
一
つ

の
場
合
に
限
る
の
は
、
狭
き
に
失
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
有
限
会
社
の
自
己
持
分
の
獲
得
に
は
、
若
干
の
余
裕

（
腿
）

が
与
嘗
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
剛
）

ま
た
、
こ
の
年
に
は
、
有
限
会
社
法
に
関
す
る
質
疑
応
答
集
が
足
か
け
二
年
に
わ
た
っ
て
法
学
志
林
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
実
務

（
川
）

（
鵬
）

面
に
お
け
る
詳
細
な
解
説
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
若
干
の
解
説
稿
お
よ
び
ド
イ
ツ
有
限
責
任
〈
云
社
法
の
改
正
問
題
の
紹
介
稿
が

昭
和
一
六
年
に
は
、
有
限
会
社
の
社
員
の
持
分
の
意
義
を
純
粋
な
財
産
的
権
利
で
あ
る
と
捉
え
る
立
場
か
ら
、
こ
れ
を
検
討
す
る

（
期
）

（
剛
）

（
剛
）

論
稿
が
あ
る
。
有
限
〈
室
社
の
比
較
法
的
研
究
を
試
み
て
未
完
に
終
わ
っ
た
論
稿
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
改
正
論
議
の
報
告
論
稿
が
あ
る
。

い
ず
れ
も
、
と
く
に
付
言
を
要
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

昭
和
一
一
一
一
年
会
社
法
に
関
す
る
株
式
会
社
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
先
の
論
稿
に
お
い
て
、
昭
和
一
六
年
末
を
も
っ
て
戦
前

の
議
論
の
執
着
点
と
し
た
。
有
限
会
社
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
に
合
わ
せ
よ
う
と
思
う
。

あ
る
。

側
昭
和
一
五
年
・
昭
和
一
六
年

（
恥
）

（
Ｗ
）
 

昭
和
一
五
年
に
は
、
法
務
局
に
よ
る
有
限
〈
云
社
法
の
解
説
稿
が
公
表
さ
れ
て
い
る
他
、
総
論
的
解
説
稿
が
あ
る
。

九
、
終
章

大
戦
終
結
前
に
お
け
る
有
限
会
社
の
普
及
状
況
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神戸学院法学第25巻第３号昭和一三年会社法改正の歴史的展開・第三部

い
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
変
化
で
あ
る
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。

石
の
よ
う
な
事
情
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
国
家
総
動
員
体
制
下
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
わ
が
国
の
有
限

会
社
の
発
展
は
、
数
字
的
に
は
か
な
り
肯
定
的
な
評
価
が
与
え
ら
れ
て
も
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

有
限
会
社
法
の
施
行
が
平
時
の
経
済
社
会
情
勢
の
う
ち
に
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、
有
限
会
社
の
現
状
は
、
今
日
と
は
相
当
に
変
わ
っ

た
も
の
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

一
士
計
已

（
１
）
拙
稿
「
昭
和
一
一
一
一
年
会
社
法
改
正
の
歴
史
的
展
開
・
第
一
部
」
神
戸
学
院
法
学
一
一
五
巻
一
号
（
平
成
七
年
）
一
二
頁
以
下
、
「
同
。

第
一
一
部
」
神
戸
学
院
法
学
一
一
五
巻
一
一
号
（
平
成
七
年
）
一
頁
以
下
。

（
２
）
表
Ｉ
は
、
升
本
重
夫
「
株
式
会
社
法
の
改
正
と
有
限
責
任
会
社
制
度
」
法
曹
公
論
三
一
一
一
巻
三
号
（
昭
和
五
年
）
’
八
頁
の
記
述
を
も

と
に
作
成
し
た
。

（
４
）
ド
イ
ツ
法
の
体
系
的
紹
介
の
囑
矢
と
し
て
杉
山
直
治
郎
「
現
行
有
限
責
任
会
社
法
⑪
ｌ
側
」
法
学
協
会
雑
誌
一
一
一
五
巻
一
一
一
号
（
大

正
六
年
）
一
一
六
頁
以
下
、
一
一
一
六
巻
一
号
（
大
正
七
年
）
七
一
頁
以
下
、
一
一
一
六
巻
一
一
号
九
一
頁
以
下
、
一
一
一
六
巻
一
一
一
号
六
八
頁
以
下
、
を
挙
げ

（
３
）
同
前
一
九
頁
参
照
。

（
５
）
同
前
・
三
一

（
６
）
同
前
参
照
。

（
７
）
同
前
三
一
’
一

（
８
）
同
前
三
八
頁
。

（
９
）
表
Ⅱ
は
、
佐
・

た
。

正
六
年
）
二
六
頁
Ｎ

る
こ
と
が
で
き
る
。

同
前
・
’
一
一
五
巻
一
一
一
号
三
一
頁
参
照
。

同
前
一
一
一
一
’
一
一
一
二
頁
参
照
。

佐
々
穆
「
世
界
に
於
け
る
有
限
責
任
会
社
法
概
説
⑪
」
産
業
七
巻
八
号
（
昭
和
五
年
〉
三
頁
の
記
述
等
を
参
考
に
作
成
し

ｂ
■
Ｕ
Ｉ
Ｔ
口
‐
Ｂ
Ｖ
５
Ｐ
１
ｒ
ｒ
８
０
０
Ｉ
０
■
■
１
．
い
ひ
可
皿
■
い
■
Ⅱ
い
い
■
■
０
■
■
ｌ
Ｐ
ｊ
■
５
－
■
Ｆ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｄ
‐
‐
－
４
‐
と
］
則
Ｉ

（
珊
臼
）
恥
洋
鰐
目
・
叩
零
輔
醇
井
浦
（
品
苫
忌
相
１
国
巽
已
『
補
）

（
剛
く
）
恥
洋
孟
顛
聖
餅
尹
簿
（
品
曽
田
補
ｌ
困
雪
呂
掬
）

］
丹
前
建
議
翠
議
翻
心
雛
（
晶
芭
（

蛾
紺
阿
ｅ
渦
稗
漁
筑
挙
飴
捕
齢
叶
ヴ
と
い
呑
鳥
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（
“
）
 

（
咄
）
寺
尾
元
彦
「
有
限
責
任
会
社
社
員
責
任
論
」
早
稲
田
法
学
一
一
一
一
号
（
昭
和
八
年
）
一
頁
以
下
。

〆■､グー、

４２４１ 
、－－､－－

グーヘグーへ〆－、〆－，グーへ〆■へ〆－，〆￣へグー、〆￣、〆￣､グー、〆￣、〆へ

お王室室(1)空理型型坦坦lzl9哩些型聖llu
、 Ｌ－－ 

（
側
）
島
本

〆￣へ

３９ 
、－－

〆￣へグーへ

３８３７ 
、－〆～-－

〆￣へ

３６ 
、－〆

（
詔
）
上
原
・
注
（
Ⅲ
）
前
掲
一
一
九
巻
六
号
二
一
頁
。

（
弧
）
島
本
・
注
（
釦
）
前
掲
七
頁
。

（
弱
）
同
前
一
○
’
二
頁
。

号
一
二
頁
以
下
。

（
釦
）
島
本
・
同
前
五
四
頁
参
照
。

（
Ⅲ
）
島
本
英
夫
「
有
限
責
任
会
社
に
就
き
て
」
商
業
と
経
済
（
長
崎
高
商
）
一
三
巻
一
号
（
昭
和
七
年
）
一
頁
以
下
、
上
原
健
男
「
有
限

責
任
会
社
制
度
の
法
律
的
考
察
⑪
ｌ
②
」
法
律
学
研
究
（
日
大
日
本
法
政
学
会
）
二
九
巻
四
号
（
昭
和
七
年
）
四
九
頁
以
下
、
一
一
九
巻
六

（
別
）
同
前
八
二
頁
。

（
羽
）
藤
江
忠
二
郎
「
独
逸
の
現
行
有
限
責
任
会
社
法
の
改
正
に
就
い
て
」
法
曹
会
雑
誌
九
巻
一
○
号
（
昭
和
六
年
）
七
九
頁
以
下
。

（
〃
）
佐
々
・
同
前
六
二
’
六
一
一
一
一

（
肥
）
同
前
六
二
、
六
四
頁
参
照
。

｜
佐
々
穆
「
瑞
西
債
務
法
改
正
案
に
於
け
る
有
限
責
任
会
社
に
就
て
」
国
民
経
済
雑
誌
五
一
巻
一
号
｛
昭
和
六
年
）
六
一
頁
以
下
。
な

）
、
ス
イ
ス
草
案
の
純
然
た
る
紹
介
に
つ
い
て
は
、
無
記
名
記
事
「
瑞
西
に
於
け
る
有
限
責
任
会
社
⑪
Ｉ
②
」
商
工
月
報
六
巻
一
二
号

（
昭
和
五
年
）
一
○
六
頁
以
下
、
七
巻
一
号
（
昭
和
六
年
）
一
一
一
一
一
一
頁
以
下
。

佐
藤
義
雄
刃

同
前
八
二
頁
。

同
前
八
’
九
頁
参
照
。

同
前
八
九
頁
。

同
前
九
○
’
九
一
頁
。

同
前
九
二
頁
。

同
前
一
四
頁
参
照
。

同
前

上
原 同

一､エー

目Iｊ

同
前
九
頁
参
照
。

同
前
六
頁
。

同
前

０ 

同
前
七
九
頁
。

拙
稿
・
注
（
１
）
前
掲
二
五
巻
一
号
二
七
頁
参
照
。

松
本
蒸
治
「
各
国
有
限
責
任
会
社
制
度
概
説
②
」
商
工
月
報
六
巻
一
号
（
昭
和
五
年
）
一
二
七
頁
参
照
。

升
本
・
注
（
２
）
前
掲
六
’
七
頁
参
照
。

拙
稿
・
注

松
本
蒸
治

升
本
・
注

同
前
七
頁
。

拙
稿
・
注
（
１
）
一
一

同
前
四
三
頁
参
照
。

松
本
蕪
治
「
商
法
改
正
要
綱
解
説
Ⅲ
」
法
学
協
会
雑
誌
四
九
巻
九
号
（
昭
和
六
年
）
一
一
一
七
頁
参
照
。
な
お
、
同
「
商
法
改
正
の
話

東
京
工
場
懇
話
会
会
報
六
○
号
（
昭
和
六
年
）
’
七
頁
参
照
。

同
前
・
解
説
⑪
一
二
八
頁
。

同
前
参
照
。圧
（
Ⅲ
）
前
掲
二
九
巻
六
号
一
八
’
’
九
頁
参
照
。

圧
（
皿
）
前
掲
一
一
一
’
一
三
頁
参
照
。

頁
参
照
。

「
我
が
国
近
代
立
法
史
初
期
を
飾
る
差
金
会
社
Ｉ
有
限
会
社
に
つ
い
て
」
同
志
社
論
叢
六
五
号
（
昭
和
一
四
年
）
七
八
頁
。

’
’
六
三
頁
参
照
。

頁
参
照
。

前
掲
一
一
五
巻
一
号
四
○
頁
参
照
。
な
お
、
同
七
三
頁
八
資
料
４
Ｖ
。

(934）３２ 3３（935） 
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（
妬
）
同
前
二
六
頁
。

（
鮒
）
同
前
。

（
〃
）
同
前
二
六
’
二
七
頁
。

（
蛆
）
同
前
三
○
’
一
一
一
一
頁
。

（
岨
）
寺
尾
元
彦
「
有
限
責
任
会
社
社
員
の
責
任
に
就
て
」
早
稲
田
法
学
会
誌
一
号
（
昭
和
八
年
）
三
五
七
頁
。

（
別
）
寺
尾
・
注
（
咄
）
前
掲
四
九
頁
。

（
別
）
同
前
五
二
頁
。

（
皿
）
同
前
五
三
頁
。

（
冊
）
同
前
三
六
頁
。

（
別
）
同
前
四
六
頁
。
な
お
、
寺
尾
・
注
（
⑬
）
前
掲
三
五
八
頁
参
照
。

（
閲
）
同
前
六
六
頁
。

（
冊
）
佐
伯
俊
三
「
有
限
責
任
会
社
法
制
の
発
達
⑪
ｌ
③
」
法
曹
会
雑
誌
一
一
一
巻
六
号
（
昭
和
九
年
）
一
六
頁
以
下
、
一
一
一
巻
七
号
一
八
頁

以
下
、
一
一
一
巻
八
号
四
一
一
一
頁
以
下
。

（
印
）
同
前
・
一
二
巻
六
号
一
七
頁
。

（
魂
）
同
前
一
九
頁
参
照
。

（
別
）
同
前
一
八
頁
。

（
㈹
）
同
前
・
’
二
巻
八
号
四
五
頁
。

（
日
）
同
前
四
六
頁
。

（
田
）
同
前
。

（
岡
）
同
前
。

（
“
）
同
前
四
七
毒

（
筋
）
同
前
五
二
‐

（
冊
）
同
前
五
三
舌

（
印
）
佐
々
穆
二

（
冊
）
同
前
四
○
舌

（
的
）
同
前
四
三

（
、
）
同
前
参
照
。

（
Ⅵ
）
同
前
四
四
一

（
〃
）
同
前
四
六
一

（
門
）
同
前
参
照
。

（
型
千
野
國
九

頁
以
下
、
二
五
》

以
下
。

（
布
）
皿

（
巧
）
几

（
刀
）
己

（
泊
）
［

（
羽
）
［

（
別
）
［

（
Ⅲ
）
［
 佐
々
穆
「
有
限
責
佇

同
前
四
○
頁
参
照
。

同
前
四
一
頁
参
照
。

同同同
一ユー－－ｕｒ－ｓ

目リ目リロリ

五五四
三二七
頁｜頁
｡－丁－、

同
前
四
四
頁
参
照
。

同
前
四
六
頁
参
照
。

千
野
國
丸
「
有
限
責
任
会
社
制
度
に
就
き
て
⑪
’
㈹
」
銀
行
論
叢
一
一
五
巻
一
一
一
号
（
昭
和
一
○
年
）
五
一
一
一
頁
以
下
、
一
一
五
巻
四
号
一
一
二

下
、
一
一
五
巻
五
号
六
五
頁
以
下
、
一
一
五
巻
六
号
四
○
頁
以
下
、
一
一
六
巻
一
号
（
昭
和
一
一
年
）
四
六
頁
以
下
、
一
一
六
巻
一
一
号
七
四
頁

松
本
蒸
治
「
商
法
の
改
正
に
就
て
」
法
の
友
二
号
（
昭
和
一
一
年
）
九
頁
参
照
。

佐
々
穆
「
有
限
責
任
会
社
法
私
案
⑪
ｌ
②
」
法
学
新
報
四
六
巻
七
号
（
昭
和
一
一
年
）
一
頁
以
下
、
四
六
巻
九
号
一
一
一
一
頁
以
下
。

同
前
・
四
六
巻
七
号
七
頁
。

同
前
八
頁
。

同
前
。

同
前
一
○
頁
。

同
前
一
二
頁
。

「
有
限
責
任
会
社
に
就
き
て
」
法
学
新
報
四
四
巻
六
号
（
昭
和
九
年
）
三
○
頁
以
下
。

－
１
１
－
１
－
，
‐
・
’
’
１
－
－
１
‐
‐
Ｉ
ｌ
Ｉ
０
ｌ
１
‐
，
－
－
‐
’
’
０
１
１
０
，
１
‐
，
‐
〃
・
１
‐
’
’
１
；
‐
ｌ
‐
－
口
－
，
１
１
，
．
‐
１
１
１
，
－
ｌ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
，
Ｉ
Ｉ
１
１
ｌ
－
，
－
－
‐
‐
ｌ
‐
－
１
１
‐
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
‐
－
‐
’
Ｉ
ｊ
‐
‐
Ｉ

’
’
五
一
一
一
頁
。

１
１
ト
ー
Ｌ
１
ｌ
ｒ
Ｌ
準
に
卜
ｒ
脹
催
腫
膣
膳
僅
健
驚
臘
に
陰
膳
膨
管
隆
縢
畷
蝿
霞
曇
蕊
篭
議
〉
箪
一

(936） 3４ 

(937） 3５ 
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（
皿
）
永
田
・
注
（
Ⅲ
）
前
掲
一
○
三
頁
。

（
川
）
藻
利
重
隆
「
有
限
会
社
に
つ
い
て
」
名
古
屋
高
商
商
業
経
済
論
叢
一
六
巻
一
一
号
（
昭
和
一
三
年
）
五
一
頁
以
下
。

（
胆
）
当
時
の
所
得
税
法
一
一
一
条
一
一
項
は
、
同
族
会
社
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
た
。
「
本
法
一
一
於
テ
同
族
会
社
ト
称
ス
ル
ハ
株
主
又
〈

社
員
ノ
｜
人
及
之
ト
親
族
、
使
用
人
等
特
殊
ノ
関
係
ア
ル
者
ノ
株
式
金
額
又
ハ
出
資
金
額
ノ
合
計
力
其
ノ
法
人
ノ
株
式
金
額
又
ハ
出
資
金

額
ノ
ー
一
分
ノ
一
以
上
一
一
相
当
ス
ル
法
人
ヲ
請
う
」
。

ち
な
み
に
、
今
日
の
同
族
会
社
に
関
す
る
定
義
規
定
は
、
法
人
税
法
二
条
一
○
号
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。

（
Ⅲ
）
藻
利
・
注
（
型
前
掲
五
五
頁
。

－－、〆＝へ〆￣へ

１１２１１１１１０ 
～－－、－〆、－〆

島永同
本田前
・菊八
注四八

へ郎ｌ
ｌＯ９ョ八
一有九
前限頁
＋戸〃、０

（
川
）
伊
澤
・
注
而
）
前
掲
七
巻
四
号
一
○
八
頁
。

（
Ⅲ
）
山
口
与
八
郎
「
有
限
会
社
の
研
究
⑪
」
法
律
新
聞
四
二
四
一
一
一
号
（
昭
和
一
一
一
一
年
）
一
一
一
頁
参
照
。

（
Ⅲ
〉
読
売
新
聞
昭
和
一
二
年
四
月
一
七
日
記
事
。

（
Ⅲ
）
主
た
る
解
説
稿
と
し
て
、
堀
内
信
之
助
「
有
限
会
社
法
に
付
て
」
鉄
道
軌
道
経
営
資
料
一
一
一
巻
一
一
号
（
昭
和
一
三
年
）
｜
頁
以
下
、

根
本
松
男
「
有
限
会
社
の
資
本
の
充
実
」
日
本
法
学
四
巻
七
号
（
昭
和
一
一
一
一
年
）
三
九
頁
以
下
。

（
Ⅲ
）
島
本
英
夫
「
有
限
会
社
法
」
内
外
研
究
一
一
巻
一
一
一
・
四
号
（
昭
和
一
三
年
）
八
九
頁
。

グーへ〆￣、グー、グー、グーへグーヘグーへグー、グーへ／￣、／~へグーへグーへグー、〆￣、グーへ

９７９６９５９４９３９２９１９０８９８８８７８６８５８４８３８２ 
、－－～￣～-－、－〆、－〆、－〆、－〆、－－－－－、－〆、－〆、－〆、-－～￣、－－、－〆

グーへ〆￣へグーへ〆￣へ

10410３１０２１０１ 
，－〆、－＝、－＝、＿〆

同大司仏§
前隅法々
＿・省挫
三住民－，

真iii蘆右一限

（
肥
）
長
岡
富
三
「
ベ
ル
ギ
ー
有
限
責
任
会
社
法
」
民
商
法
雑
誌
四
巻
一
一
号
（
昭
和
一
一
年
）
一
一
一
○
頁
以
下
。

（
的
）
佐
々
穆
「
有
限
責
任
会
社
法
案
要
綱
解
説
」
法
学
新
報
四
七
巻
六
号
（
昭
和
一
二
年
）
｜
頁
。

（
Ⅲ
）
大
隅
健
一
郎
「
有
限
会
社
法
案
に
就
て
」
法
律
時
報
一
○
巻
三
号
（
昭
和
一
一
一
一
年
）
一
一
一
一
頁
以
下
、
伊
澤
孝
平
「
有
限
会
社
法
案
概

説
⑪
Ｉ
②
」
法
学
七
巻
一
一
一
号
（
昭
和
一
三
年
）
八
○
頁
以
下
、
七
巻
四
号
九
八
頁
以
下
。

同
前
一
三
頁
。

同
前
一
五
頁
。

同
前
一
五
’
’
六
頁
。

同
前
。

同同同
前前前

八七六

頁頁頁
｡。。

同
前
・
四
六
巻
九
号
一
一
二
’
一
一
一
二
頁
。

同
前
一
一
一
三
’
一
一
一
四
頁
。

同
前
三
四
頁
。

同
前
一
八
ｌ

同
前
一
九
頁
。

同
前
。

同
前

◎ 

同
前
三
五
頁
。

同
前

◎ 

八
’
’
九
頁
。

「
有
限
会
社
法
案
を
読
む
」
法
学
新
撒
四
八
巻
三
号
（
昭
和
一
三
年
）

へ
事
局
「
有
限
会
社
法
案
説
明
」
法
曹
会
雑
誌
一
六
巻
三
号
（
昭
和
一

一
（
Ⅲ
）
前
掲
一
三
頁
。

「
有
限
会
社
法
の
概
要
②
」
日
本
法
学
四
巻
八
号
（
昭
和
一
三
年
）
’
○
’
’
’
○
一
一
頁
参
照
。

前
掲
九
○
頁
。

一
頁
以
下
。

三
年
）
六
一
一
一
頁
以
下
。

(939） (938） 3７ 3６ 
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山同同
崎前前
定六五
雄九五
弓頁’
－－。￣

（
伽
）
同
前
一
九
五
頁
。

（
Ⅲ
）
同
前
一
九
四
頁
。

（
皿
）
島
本
・
注
（
Ⅲ
）
前
掲
八
四
頁
参
照
。

（
皿
）
入
木
弘
「
瑞
西
に
於
け
る
有
限
責
任
会
社
法
の
制
定
」
国
民
経
済
雑
誌
六
四
巻
四
号
（
昭
和
一
三
年
）
一
○
一
頁
以
下
。

（
川
）
入
木
弘
「
独
逸
有
限
会
社
法
改
正
要
綱
」
国
民
経
済
雑
誌
六
五
巻
三
号
（
昭
和
一
一
一
一
年
）
一
一
一
一
一
頁
以
下
。

（
脇
）
大
隅
健
一
郎
Ⅱ
大
橋
光
雄
Ⅱ
千
野
國
丸
Ⅱ
’
一
一
宅
一
夫
「
有
限
会
社
法
評
説
仙
ｌ
⑤
」
法
学
志
林
四
○
巻
四
号
（
昭
和
一
一
一
一
年
）
六
三

頁
以
下
、
四
○
巻
五
号
一
六
頁
以
下
、
四
○
巻
六
号
二
一
頁
以
下
、
四
○
巻
七
号
一
六
頁
以
下
、
四
○
巻
八
号
一
八
頁
以
下
。

（
伽
）
同
前
・
四
○
巻
四
号
六
五
頁
。

（
〃
）
同
前
六
六
頁
。

（
川
）
同
前
六
六
’
六
七
頁
。

（
Ⅲ
）
同
前
六
七
頁
。

（
則
）
同
前
六
八
頁
。

（
皿
）
同
前
八
一
’
八
二
頁
参
照
。

（
皿
）
同
前
・
四
○
巻
六
号
五
五
頁
。

（
Ⅲ
）
同
前
・
四
○
巻
八
号
一
一
三
頁
。

（
剛
）
同
前
・
四
○
巻
五
号
一
一
一
七
’
三
九
頁
。

（
剛
）
同
前
・
四
○
巻
六
号
二
四
頁
。

（
川
一
Ｍ
前
川
一
』
１
Ｗ
一
二
典
，

（
町
）
増
地
川
治
郎
「
有
限
責
任
会
社
制
度
の
生
成
」
経
済
学
論
集
（
東
大
経
済
学
会
）
九
巻
九
号
（
昭
和
一
四
年
）
三
六
頁
以
下
。

（
咄
）
同
前
三
七
頁
。

（
川
）
同
前
三
八
頁
。

（
Ⅲ
）
小
高
泰
雄
「
有
限
会
社
経
営
上
の
若
干
の
問
題
」
’
一
一
田
学
会
雑
誌
一
一
一
一
一
一
巻
一
一
一
号
（
昭
和
一
四
年
）
三
九
百
〈
。

（
Ⅲ
）
同
前
五
○
’
五
二
頁
参
照
。

（
肌
）
同
前
五
三
’
五
五
頁
参
照
。

（
剛
）
横
田
正
俊
Ⅱ
佐
々
木
良
一
「
有
限
会
社
法
に
関
す
る
質
疑
応
答
⑪
’
㈹
」
法
学
志
林
四
一
巻
八
号
（
昭
和
一
四
年
）
九
二
頁
以
下
、

四
一
巻
九
号
九
三
頁
以
下
、
四
一
巻
一
○
号
一
○
四
頁
以
下
、
四
一
巻
一
一
号
一
一
一
一
一
頁
以
下
、
四
一
巻
一
一
一
号
一
○
八
頁
以
下
、
四
一
一

巻
一
号
（
昭
和
一
五
年
）
’
一
一
○
頁
以
下
、
四
一
一
巻
三
号
一
○
四
頁
以
下
、
四
一
一
巻
四
号
一
○
六
頁
以
下
、
四
一
一
巻
五
号
一
○
六
頁
以
下
、

四
一
一
巻
七
号
一
一
○
頁
以
下
、
四
一
一
巻
九
号
一
○
一
一
頁
以
下
、
四
一
一
巻
一
○
号
一
一
一
一
頁
以
下
、
四
二
巻
一
一
一
号
八
七
頁
以
下
。

（
Ⅲ
）
高
瀬
三
郎
「
有
限
会
社
法
概
説
」
銀
行
論
叢
一
一
一
一
一
一
巻
六
号
（
昭
和
一
四
年
）
一
一
一
一
一
頁
以
下
、
同
「
有
限
会
社
法
に
就
て
」
中
央
銀
行

会
通
信
録
四
三
八
号
（
昭
和
一
四
年
）
一
一
頁
以
下
。

（
脳
）
大
橋
光
雄
「
独
逸
有
限
責
任
会
社
委
員
会
第
一
回
報
告
書
」
法
学
論
叢
四
○
巻
四
号
（
昭
和
一
四
年
）
一
四
四
頁
以
下
。

（
川
）
法
務
局
「
有
限
会
社
法
解
説
」
台
法
月
報
三
四
巻
九
号
（
昭
和
一
五
年
）
四
九
頁
以
下
。

（
Ⅲ
）
堀
部
靖
雄
「
有
限
会
社
の
特
色
⑪
ｌ
②
」
長
崎
高
商
研
究
会
彙
集
一
一
八
巻
一
一
号
（
昭
和
一
五
年
）
｜
頁
以
下
、
二
八
巻
一
一
一
号
一
九
頁

以
下
。

（
咄
）
水
口
吉
蔵
「
有
限
会
社
員
の
持
分
（
上
）
（
下
）
」
明
大
法
律
論
叢
一
一
○
巻
一
号
（
昭
和
一
六
年
）
’
○
頁
以
下
、
二
○
巻
一
一
号
一
頁
以

下
。

（
川
）
佐
々
穆
Ⅱ
市
川
秀
雄
「
最
近
に
お
け
る
有
限
会
社
法
の
比
較
的
研
究
⑪
ｌ
②
」
法
学
新
報
五
一
巻
二
号
（
昭
和
一
六
年
）
一
一
一
一
頁
以

同
前
五
五
’
五
六
頁
、
六
七
頁
参
照
。

山
崎
定
雄
「
有
限
会
社
概
説
」
鉄
道
規
道
経
営
資
料
二
一
巻
四
号
（
昭
和
一
一
一
一
年
）
一
九
四
’
’
九
五
頁
。

…
■
。

籔
籔
鑿
蕊
蕊
蕊
蕊
籔
蕊
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神戸学院法学第25巻第３号

資
料
９

○
来
京
商
工
会
議
所
商
事
関
係
法
規
改
正
準
備
委
員
会
に

お
け
る
主
査
委
員
会
仮
決
議
案
「
有
限
責
任
会
社
法
案

＊
 

要
綱
」
（
昭
和
一
一
一
年
）

〔
訂
正
〕

〆￣、グー、〆～

li2哩哩下
、

「
昭
和
一
三
年
会
社
法
改
正
の
歴
史
的
展
開
・
第
一
一
部
」
神
戸
学
院
法
学
一

（
四
四
一
）
頁
の
四
、
六
、
’
二
行
の
「
企
業
の
所
有
と
分
離
」
は
、
「
へ

立
法
の
体
裁
は
特
別
法
を
以
て
す
る
こ
と

名
称
は
有
限
責
任
会
社
と
す
る
こ
と

目
的
は
営
利
に
限
定
す
る
こ
と

社
員
数
の
最
大
限
は
百
人
と
す
る
こ
と

資
本
の
最
小
限
は
一
万
円
と
す
る
こ
と

法
人
と
す
る
こ
と

商
人
と
看
倣
す
こ
と

会
社
の
設
立
に
は
二
人
以
上
の
社
員
を
要
す
る
も
の
と
す
る

こ
と

会
社
の
設
立
に
付
て
は
社
員
全
員
が
｛
疋
款
を
作
成
し
、
持
分

に
対
す
る
全
額
の
出
資
を
完
了
し
、
取
締
役
を
選
任
し
、
其

の
取
締
役
が
設
立
登
記
を
為
す
に
因
り
て
会
社
が
成
立
す
る

も
の
と
す
る
こ
と

定
款
の
作
成
に
は
公
証
人
の
認
証
を
要
す
る
も
の
と
す
る
こ

と

五
一
巻
六
号
五
八
頁
以
下
。

大
橋
光
雄
「
独
逸
有
限
責
任
会
社
委
員
会
第
一
一
回
報
告
書
」
法
学
論
叢
四
五
巻
三
号
（
昭
和
一
六
年
）
’
一
七
頁
以
下
。

小
高
・
注
（
Ⅷ
）
前
掲
四
六
頁
。

小
高
・
注

同
前
参
照
。

節
十
一
出
資
の
全
部
又
は
一
部
の
払
込
な
き
こ
と
を
発
見
し
た
る

場
合
に
付
き
会
社
債
権
者
に
対
す
る
総
社
員
及
び
取
締
役
の

連
帯
責
任
を
認
む
る
こ
と

第
十
二
現
物
出
資
又
は
財
産
引
受
の
目
的
の
価
格
が
定
款
に
定
め

た
る
価
格
に
達
せ
ざ
り
し
場
合
に
付
き
会
社
債
権
者
に
対
す

る
総
社
員
の
連
帯
責
任
を
認
む
る
こ
と

第
十
三
出
資
は
之
を
口
数
に
分
ち
一
口
を
百
円
以
上
と
し
、
議
決

権
は
一
口
に
付
き
一
個
と
す
る
こ
と

第
十
四
社
員
以
外
の
者
に
対
す
る
持
分
の
譲
渡
は
社
員
の
半
数
以

上
に
し
て
総
議
決
権
の
四
分
の
三
以
上
の
同
意
を
要
し
、
其

の
同
意
を
得
る
こ
と
能
わ
ざ
る
と
き
は
他
の
社
員
を
し
て
相

当
代
償
を
以
て
其
の
持
分
を
買
取
ら
し
む
る
こ
と
を
得
る
も

の
と
す
る
こ
と

第
十
五
社
員
に
相
続
事
由
を
生
じ
た
る
と
き
は
社
員
総
会
の
決
議

に
依
り
相
当
代
償
を
以
て
其
の
持
分
を
他
の
社
員
に
譲
渡
ざ

し
む
る
こ
と
を
得
る
旨
を
定
款
を
以
て
定
め
得
る
も
の
と
す

る
こ
と

第
十
六
一
｛
疋
額
の
追
加
出
資
を
為
す
義
務
は
定
款
を
以
て
之
を
定

む
る
こ
と
を
得
べ
き
も
の
と
し
其
の
強
制
履
行
の
方
法
に
付

き
法
律
に
規
定
を
設
く
る
こ
と

「
企
業
の
所
有
と
経
営
・
支
配
と
の
分
離
」
の
誤
り
で
す
。

一
五
巻
二
号
に
以
下
の
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
訂
正
し
ま
す
。
七
一

（
平
成
七
年
七
月
六
日
）

■
叩
・
・
・
ｂ
・
・
・
・
】
叩
▽
殆
い
』
咄
■
．
．
‐
舐

Ｉ・・‐‐・‐・Ｐ・‐・‐・・群二・・．・鯉‐・‐叩朏設・‐設凸。．。】狸
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有
限
会
社
法
目
次

第
一
章
総
則

第
二
章
設
立

第
三
章
社
員
ノ
権
利
義
務

第
四
章
会
社
ノ
管
理

第
五
章
定
款
ノ
変
更

部一一一句
第
六
章
合
併
及
組
織
変
更

第
第
七
章
解
散

開展
第
八
章
外
国
会
社

的
第
九
章
罰
則

史歴
第
十
章
雑
則

の正
附
則

敵
有
限
会
社
法

社〈室年
第
一
章
総

則

一一一

卜
第
一
条
本
法
二
於
テ
有
限
会
社
ト
ハ
商
行
為
其
ノ
他
ノ
営
利
行
為

下昭
ヲ
為
ス
ヲ
業
ト
ス
ル
目
的
ヲ
以
一
ア
本
法
二
依
り
設
立
シ
タ
ル
社
団

館
Ｉ
し
社
風
総
会
の
決
議
は
定
款
に
別
段
の
定
あ
る
場
合
を
除
く

外
別
に
曲
面
表
決
の
方
法
に
依
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
す
る

一
一
と

第
１
八
社
員
総
〈
こ
の
決
議
は
（
イ
）
定
款
の
変
更
（
ロ
）
会
社
の

解
散
（
Ｃ
会
社
の
合
併
等
に
付
て
は
社
員
の
半
数
以
上
に

し
て
総
議
決
権
の
四
分
の
一
一
一
以
上
の
同
意
を
必
要
と
し
、
其

の
他
の
通
常
事
項
に
付
て
は
総
議
決
権
の
過
半
数
の
同
意
を

以
て
足
る
も
の
と
す
る
こ
と

第
十
九
業
務
の
執
行
及
び
会
社
の
代
表
は
一
人
又
は
数
人
の
取
締

役
之
に
当
る
も
の
と
す
る
こ
と

第
二
十
取
締
役
の
選
任
は
定
款
又
は
社
員
総
会
の
決
議
を
以
て
之

を
為
す
も
の
と
す
る
こ
と

第
二
十
一
取
締
役
の
資
格
及
び
任
期
は
特
に
法
律
を
以
て
之
を
定

め
ざ
る
こ
と

第
二
十
二
監
査
役
は
任
意
機
関
と
す
る
こ
と

第
一
一
十
三
貸
借
対
照
表
の
作
成
に
関
し
て
は
株
式
会
社
に
準
じ
て

規
定
を
設
く
る
も
其
の
公
告
は
之
を
強
制
せ
ざ
る
も
の
と
ず

る
こ
と

第
二
十
四
違
法
配
当
の
場
合
に
於
け
る
配
当
金
返
還
義
務
を
定
め

之
に
付
き
会
社
債
権
者
に
対
す
る
総
社
員
の
連
帯
責
任
を
認

資
料
皿

＊
 

○
有
限
会
社
法
（
昭
和
一
四
年
四
月
五
日
法
律
第
七
四
号
）
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む
る
こ
と

第
二
十
五
資
本
増
加
の
場
合
に
於
け
る
出
資
の
払
込
、
現
物
出
資

及
び
財
産
引
受
等
に
付
き
設
立
の
場
合
に
準
じ
て
規
定
を
設

く
る
こ
と

第
二
十
六
資
本
減
少
の
場
合
に
は
異
議
あ
る
債
権
者
に
は
弁
済
を

為
し
、
又
は
担
保
を
供
す
る
も
の
と
す
る
一
」
と

第
二
十
七
社
員
が
一
人
と
為
り
た
る
こ
と
は
之
を
解
散
事
由
と
為

さ
ざ
る
こ
と

第
二
十
八
株
式
会
社
の
特
別
清
算
に
関
す
る
商
法
改
正
法
案
中
の

規
定
に
準
じ
て
規
定
を
設
く
る
こ
と

第
二
十
九
株
式
会
社
又
は
株
式
合
資
会
社
と
本
会
社
と
の
間
の
組

織
変
更
及
び
合
併
を
認
む
る
こ
と

第
三
十
合
名
会
社
又
は
合
資
会
社
は
其
の
組
織
を
変
更
し
て
本
会

社
と
為
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
す
る
こ
と

＊
佐
々
穆
「
有
限
責
任
会
社
法
案
要
綱
解
説
」
法
学

新
報
四
七
巻
六
号
（
昭
和
一
二
年
）
一
頁
以
下
を

底
本
と
す
る
。
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が
な
と
し
、
旧

漢
字
を
新
漢
字
と
し
た
。

ヲ
訓
フ

有
限
会
社
ハ
之
ヲ
法
人
ト
ス

第
二
条
有
限
会
社
ハ
商
行
為
ヲ
為
ス
ヲ
業
ト
セ
ザ
ル
モ
之
ヲ
商
人

ト
看
倣
ス

第
一
一
一
条
有
限
会
社
ノ
商
号
中
ニ
ハ
有
限
会
社
ナ
ル
文
字
ヲ
用
フ
ル

コ
ト
ヲ
要
ス

有
限
会
社
一
一
非
ザ
ル
者
ハ
商
号
中
二
有
限
会
社
タ
ル
コ
ト
ヲ
示
ス

ベ
キ
文
字
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
有
限
会
社
ノ
営
業
ヲ
譲
受
ケ
タ

ル
ト
キ
ト
錐
モ
亦
同
ジ

第
四
条
商
法
第
五
十
四
条
第
二
項
、
第
五
十
五
条
及
第
五
十
七
条

乃
至
第
六
十
一
条
ノ
規
定
ハ
有
限
会
社
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
五
条
有
限
会
社
ヲ
設
立
ス
ル
ー
ー
ハ
定
款
ヲ
作
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

商
法
第
百
六
十
七
条
ノ
規
定
ハ
有
限
会
社
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
六
条
定
款
ニ
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
記
載
シ
各
社
員
之
一
一
署
名
ス
ル
コ

ト
ヲ
要
ス

’
目
的

二
商
号

三
資
本
ノ
総
額

第
二
章
設

一ユ

ド (944） 4２ 
(945） 4３ 

震



詞

部
四
出
資
一
ロ
ノ
金
額

鮖
五
社
員
ノ
氏
名
及
住
所

開
六
各
社
員
ノ
出
資
ノ
ロ
数

蛎
七
本
店
及
支
店
ノ
所
在
地

腿
第
七
条
左
ノ
事
項
ハ
之
ヲ
定
款
一
一
記
載
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
パ
其
ノ
効

の
カ
ヲ
有
セ
ズ

正改
一
存
立
時
期
又
ハ
解
散
ノ
事
由

雌
一
一
現
物
出
資
ヲ
為
ス
者
ノ
氏
名
、
出
資
ノ
目
的
ダ
ル
財
産
、
其

〈室
ノ
価
格
及
之
一
一
対
シ
テ
与
フ
ル
出
資
口
数

年三
一
一
一
会
社
ノ
成
立
後
二
譲
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
約
シ
タ
ル
財
産
、
其
ノ

和
価
格
及
譲
渡
人
ノ
氏
名

召日
四
〈
云
社
ノ
負
担
二
帰
ス
ベ
キ
設
立
費
用

第
八
条
社
員
ノ
総
数
ハ
五
十
人
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
但
シ
特
別

ノ
事
情
ア
ル
場
合
一
一
於
テ
裁
判
所
ノ
認
可
ヲ
得
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ

限
一
一
在
ラ
ズ

前
項
ノ
規
定
ハ
遺
産
相
続
又
ハ
遺
贈
ニ
因
り
社
員
ノ
数
二
変
更
ヲ

生
ズ
ル
場
合
一
天
之
ヲ
適
用
セ
ズ

第
九
条
資
本
ノ
総
額
ハ
｜
万
円
ヲ
下
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
十
条
出
資
一
ロ
ノ
金
額
〈
均
一
ト
シ
百
円
ヲ
下
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
十
一
条
定
款
ヲ
以
テ
取
締
役
ヲ
定
メ
ザ
ル
ト
キ
ハ
会
社
成
立
前

蛸
卜
四
乗
城
し
粂
輔
一
一
ザ
及
第
一
二
サ
ノ
財
産
ノ
会
社
成
立
当
時
一
一

於
ケ
ル
爽
仙
か
定
款
一
一
定
メ
タ
ル
価
格
一
一
著
シ
ク
不
足
ス
ル
ト
キ

ハ
会
社
成
立
当
時
ノ
社
員
ハ
会
社
一
一
対
シ
連
帯
シ
テ
其
ノ
不
足
額

ヲ
支
払
う
義
務
ヲ
負
う

第
十
五
条
第
十
二
条
第
一
項
ノ
規
定
二
依
ル
払
込
又
ハ
給
付
ノ
未

済
ナ
ル
出
資
ア
ル
ト
キ
ハ
会
社
成
立
当
時
ノ
取
締
役
、
監
査
役
及

社
員
〈
連
帯
シ
テ
払
込
ヲ
為
シ
又
〈
給
付
未
済
財
産
ノ
価
額
ノ
支

払
ヲ
為
ス
義
務
ヲ
負
う

Ｉ
第
十
六
条
前
二
条
二
定
ム
ル
義
務
〈
会
社
成
立
ノ
日
ヨ
リ
五
年
ヲ

立
口

一
二
経
過
シ
タ
ル
後
二
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第開
第
三
章
社
員
ノ
権
利
義
務

展州
第
十
七
条
社
員
ノ
責
任
ハ
本
法
一
一
別
段
ノ
規
定
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク

歴
ノ
外
其
ノ
出
資
ノ
金
額
ヲ
限
度
ト
ス

の正
第
十
八
条
各
社
員
ハ
其
ノ
出
資
ノ
ロ
数
二
応
ジ
テ
持
分
ヲ
有
ス

敵
第
十
九
条
社
員
ハ
第
四
十
八
条
二
定
ム
ル
社
員
総
会
ノ
決
議
ア
ル

鍬
ト
キ
ニ
限
り
其
ノ
持
分
ノ
全
部
又
〈
｜
部
ヲ
他
人
一
一
譲
渡
ス
ル
コ

評
ト
ヲ
得
但
シ
定
款
ヲ
以
一
丁
譲
渡
ノ
制
限
ヲ
加
重
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ

ズ
和昭
譲
渡
一
一
因
り
社
員
ノ
総
数
ガ
第
八
条
第
一
項
ノ
規
定
二
依
ル
制
限

社
員
総
会
ヲ
開
キ
之
ヲ
選
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

前
項
ノ
社
員
総
会
ハ
各
社
員
之
ヲ
招
集
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
二
条
取
締
役
ハ
社
員
ヲ
シ
テ
出
資
全
額
ノ
払
込
又
ハ
現
物
出

資
ノ
目
的
ダ
ル
財
産
全
部
ノ
給
付
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

商
法
第
百
七
十
二
条
但
書
ノ
規
定
〈
前
項
ノ
場
合
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
十
三
条
有
限
会
社
ノ
設
立
ノ
登
記
ハ
前
条
ノ
払
込
又
ハ
給
付
ア

リ
タ
ル
日
ヨ
リ
ニ
週
間
内
一
一
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

前
項
ノ
登
記
一
一
在
リ
テ
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
登
記
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

一
第
六
条
第
一
号
乃
至
第
四
号
一
一
褐
グ
ル
事
項

二
本
店
及
支
店

三
存
立
時
期
又
ハ
解
散
ノ
事
由
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
時
期

又
ハ
理
由

四
取
締
役
ノ
氏
名
及
住
所

五
取
締
役
ニ
シ
テ
会
社
ヲ
代
表
セ
ザ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
会
社
ヲ

代
表
ス
ベ
キ
者
ノ
氏
名

六
数
人
ノ
取
締
役
ガ
共
同
シ
又
ハ
取
締
役
ガ
支
配
人
ト
共
同
シ

テ
会
社
ヲ
代
表
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
規
定

七
監
査
役
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
氏
名
及
住
所

商
法
第
九
条
乃
至
第
十
五
条
、
第
六
十
四
条
第
二
項
及
第
六
十
五

条
乃
至
第
六
十
七
条
ノ
規
定
ハ
有
限
会
社
一
一
之
ヲ
準
用
ス

ヲ
超
ユ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
過
岫
ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
典
ノ
鍛
波
ヲ

無
効
ト
ス

社
員
相
互
間
ノ
持
分
ノ
譲
渡
二
付
テ
ハ
第
一
項
ノ
規
定
一
一
拘
ラ
ズ

定
款
ヲ
以
テ
別
段
ノ
定
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
条
持
分
ノ
移
転
ハ
取
得
者
ノ
氏
名
及
住
所
並
一
一
移
転
ス
ル

出
資
口
数
ヲ
社
員
名
簿
一
一
記
載
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
パ
之
ヲ
以
テ
会
社

其
ノ
他
ノ
第
三
者
二
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
二
十
一
条
有
限
会
社
ハ
持
分
一
一
付
指
図
式
又
〈
無
記
名
式
ノ
証

券
ヲ
発
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
一
一
十
二
条
商
法
第
一
一
百
一
一
一
条
ノ
規
定
〈
持
分
ガ
数
人
ノ
共
有
二

属
ス
ル
場
合
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
二
十
一
一
一
条
持
分
〈
之
ヲ
以
テ
質
権
ノ
目
的
卜
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
十
九
条
第
一
項
及
第
二
十
条
ノ
規
定
ハ
持
分
ノ
質
入
一
一
之
ヲ
準

用
ス

第
一
一
十
四
条
商
法
第
一
一
百
八
条
第
一
項
、
第
二
百
九
条
第
一
項
第

一
一
項
、
第
二
百
十
条
、
第
一
一
百
十
一
条
及
一
一
百
十
一
一
条
第
一
項
ノ

規
定
ハ
社
員
ノ
持
分
一
一
之
ヲ
準
用
ス

商
法
第
一
一
百
一
一
十
四
条
第
一
項
及
第
二
項
ノ
規
定
ハ
社
員
二
対
ス

ル
通
知
又
ハ
催
告
一
一
之
ヲ
準
用
ス

蕊
』
鱗
篭
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第
三
卜
三
条
打
限
会
社
ハ
定
飲
二
依
り
一
人
又
ハ
数
人
ノ
儲
在
役

ヲ
樅
ク
コ
ト
ヲ
榔

第
十
一
条
ノ
規
定
ハ
定
款
一
一
於
テ
監
査
役
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
定
メ
タ

ル
場
合
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
一
一
一
十
四
条
第
一
一
一
十
一
条
並
一
一
商
法
第
一
一
百
五
十
四
条
、
第
一
一
百

五
十
七
条
、
第
一
一
百
五
十
八
条
、
第
二
百
六
十
六
条
、
第
二
百
六

十
七
条
、
第
二
百
六
十
八
条
第
二
項
乃
至
第
五
項
、
第
一
一
百
六
十

九
条
、
第
二
百
七
十
条
、
第
一
一
百
七
十
一
一
条
及
第
一
一
百
七
十
四
条

乃
至
第
一
一
百
七
十
八
条
ノ
規
定
ハ
監
査
役
｜
一
之
ヲ
準
用
ス

第
一
一
一
十
五
条
社
員
総
会
ハ
本
法
一
一
別
段
ノ
定
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ

外
取
締
役
之
ヲ
招
集
ス

第
一
一
一
十
六
条
総
会
ヲ
招
集
ス
ル
ニ
ハ
会
日
ヨ
リ
一
週
間
前
一
一
各
社

員
一
一
対
シ
テ
其
ノ
通
知
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
シ
此
ノ
期
間
ハ

定
款
ヲ
以
テ
之
ヲ
短
縮
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ

第
三
十
七
条
資
本
ノ
十
分
ノ
｜
以
上
二
当
ル
出
資
口
数
ヲ
有
ス
ル

社
員
〈
会
議
ノ
目
的
ダ
ル
事
項
及
招
集
ノ
理
由
ヲ
記
載
シ
タ
ル
書

面
ヲ
取
締
役
一
一
提
出
シ
テ
総
会
ノ
招
集
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
一
一
一
十
一
条
第
一
一
項
及
商
法
第
一
一
百
一
一
一
十
七
条
第
一
一
項
第
一
一
一
項
ノ

規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
三
十
八
条
総
会
ハ
総
社
員
ノ
同
意
ア
ル
ト
キ
ハ
招
集
ノ
手
続
ヲ

第
二
十
五
条
有
限
会
社
ニ
ハ
｜
人
又
ハ
数
人
ノ
取
締
役
ヲ
置
ク
コ

ト
ヲ
要
ス

第
一
一
十
六
条
取
締
役
数
人
ア
ル
場
合
二
於
テ
定
款
一
一
別
段
ノ
定
ナ

キ
ト
キ
ハ
会
社
ノ
業
務
執
行
ハ
取
締
役
ノ
過
半
数
ヲ
以
テ
之
ヲ
決

ス
支
配
人
ノ
選
任
及
解
任
亦
同
ジ

第
二
十
七
条
取
締
役
ハ
会
社
ヲ
代
表
ス

第
二
十
八
条
取
締
役
ハ
定
款
及
社
員
総
会
ノ
議
事
録
ヲ
本
店
及
支

店
一
一
、
社
員
名
簿
ヲ
本
店
一
一
備
置
ク
コ
ト
ヲ
要
ス

社
員
名
簿
ニ
ハ
社
員
ノ
氏
名
及
住
所
並
二
其
ノ
出
資
口
数
ヲ
記
載

ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

社
員
及
会
社
ノ
債
権
者
ハ
営
業
時
間
内
何
時
ニ
テ
モ
第
一
項
二
褐

グ
ル
書
類
ノ
閲
覧
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
九
条
取
締
役
ハ
社
員
総
会
ノ
認
許
ア
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
自
己

若
ハ
第
三
者
ノ
為
二
会
社
ノ
営
業
ノ
部
類
二
属
ス
ル
取
引
ヲ
為
シ

又
ハ
同
種
ノ
営
業
ヲ
目
的
ト
ス
ル
他
ノ
会
社
ノ
無
限
責
任
社
員
若

ハ
取
締
役
ト
為
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

取
締
役
ガ
前
項
ノ
規
定
二
違
反
シ
テ
自
己
ノ
為
二
取
引
ヲ
為
シ
タ

ル
ト
キ
ハ
社
員
総
会
ハ
之
ヲ
以
テ
会
社
ノ
為
二
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ト

第
四
章
会
社
ノ
管
理

総
ズ
ン
テ
と
ヲ
州
ク
コ
ト
ヲ
榔

第
三
十
九
条
各
社
員
ハ
出
資
一
口
二
付
一
個
ノ
議
決
権
ヲ
有
ス
但

シ
定
款
ヲ
以
テ
議
決
権
ノ
数
一
一
付
別
段
ノ
定
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
妨
ゲ

ズ

第
四
十
条
有
限
会
社
ガ
左
ノ
行
為
ヲ
為
ス
ニ
ハ
第
四
十
八
条
二
定

ム
ル
決
議
一
一
依
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

一
営
業
ノ
全
部
又
ハ
ー
部
ノ
譲
渡

二
営
業
全
部
ノ
賃
貸
、
其
ノ
経
営
ノ
委
任
、
他
人
ト
営
業
上
ノ

損
益
全
部
ヲ
共
通
ニ
ス
ル
契
約
其
ノ
他
之
一
一
準
ズ
ル
契
約
ノ
締

結
、
変
更
又
ハ
解
約

三
他
ノ
会
社
ノ
営
業
全
部
ノ
譲
受

四
取
締
役
又
ハ
監
査
役
ノ
任
務
僻
怠
一
一
因
ル
責
任
ノ
免
除

第
三
十
一
条
ノ
規
定
ハ
前
項
第
四
号
ノ
決
議
ア
リ
タ
ル
場
合
二
之

ヲ
準
用
ス

第
一
項
ノ
規
定
〈
有
限
会
社
か
其
ノ
成
立
後
二
年
内
ニ
其
ノ
成
立

前
ヨ
リ
存
在
ス
ル
財
産
ニ
シ
テ
営
業
ノ
為
一
一
継
続
シ
テ
使
用
ス
ベ

キ
モ
ノ
ヲ
資
本
ノ
ー
一
十
分
ノ
ー
以
上
一
一
当
ル
対
価
ヲ
以
テ
取
得
ス

ル
契
約
ヲ
為
ス
場
合
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
四
十
一
条
商
法
第
二
百
一
一
一
十
四
条
乃
至
第
一
一
百
一
一
一
十
六
条
、
第

一
一
百
一
一
一
十
八
条
、
第
一
一
百
三
十
九
条
第
一
項
第
三
項
第
四
項
、
第

査
役
ナ
キ
ト
キ
ハ
他
ノ
取
締
役
ノ
一
人
ガ
其
ノ
取
引
ヲ
知
り
ダ
ル

時
ヨ
リ
ニ
月
間
之
ヲ
行
使
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
消
滅
ス
取
引
ノ
時
ヨ
リ

｜
年
ヲ
経
過
シ
タ
ル
ト
キ
亦
同
ジ

第
三
十
条
取
締
役
〈
監
査
役
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
承
認
、
監
査
役
ナ

キ
ト
キ
ハ
社
員
総
会
ノ
認
許
ヲ
得
タ
ル
ト
キ
ニ
限
り
自
己
又
ハ
・
第

一
一
一
者
ノ
為
二
会
社
ト
取
引
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ

民
法
第
百
八
条
ノ
規
定
ヲ
適
用
セ
ズ

第
一
一
一
十
一
条
社
員
総
会
二
於
テ
取
締
役
一
一
対
シ
テ
訴
ヲ
提
起
ス
ル

コ
ト
ヲ
否
決
シ
タ
ル
場
合
一
一
於
テ
資
本
ノ
十
分
ノ
ー
以
上
一
一
当
ル

出
資
口
数
ヲ
有
ス
ル
社
員
ガ
訴
ノ
提
起
ヲ
会
社
一
一
請
求
シ
タ
ル
ト

キ
ハ
会
社
ハ
請
求
ノ
日
ヨ
リ
｜
月
内
一
一
之
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス前
項
ノ
規
定
ハ
定
款
ヲ
以
テ
別
段
ノ
｛
正
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ

第
三
十
一
一
条
商
法
第
一
一
百
五
十
四
条
、
第
一
一
百
五
十
七
条
、
第
一
一

百
五
十
八
条
、
第
一
一
百
六
十
一
条
、
第
一
一
百
六
十
二
条
、
第
一
一
百

六
十
六
条
、
第
一
一
百
六
十
七
条
、
第
一
一
百
六
十
八
条
第
二
項
乃
至

第
五
項
及
第
一
一
百
六
十
九
条
乃
至
第
二
百
七
十
一
一
条
ノ
規
定
ハ
取

締
役
｜
一
之
ヲ
準
用
ス

６
 

看
倣
ス
コ
ト
ヲ
得

４
 

前
項
二
定
ム
ル
権
利
ハ
監
査
役
ア
ル
ト
キ
ハ
監
査
役
ノ
｜
人
、
摩
ユ
③
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輔
川
Ｉ
八
糸
胸
条
ノ
決
畿
ハ
総
社
側
ノ
半
数
以
上
ニ
ン
テ
総
社
日

ノ
識
決
権
ノ
四
分
ノ
ー
一
一
以
上
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
同
愈
ヲ
以
テ
之
ヲ
為

ス前
項
ノ
規
｛
正
ノ
適
用
二
付
テ
ハ
議
決
権
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ

ル
社
員
ハ
之
ヲ
総
社
員
ノ
数
一
一
、
其
ノ
行
使
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル

議
決
権
ハ
之
ヲ
議
決
権
ノ
数
一
一
算
入
セ
ズ

第
四
十
九
条
左
ノ
事
項
ハ
定
款
一
一
別
段
ノ
定
ナ
キ
ト
キ
ト
錐
モ
資

本
増
加
ノ
決
議
一
一
於
テ
之
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

Ｉ
｜
現
物
出
資
ヲ
為
ス
者
ノ
氏
名
？
出
資
ノ
目
的
ダ
ル
財
産
、
其

立
口

開ノ価格及之ニ対シ｜ァ与フル出資口数
一一一
第・
二
資
本
ノ
増
加
後
二
譲
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
約
シ
タ
ル
財
産
、
其
ノ

展
価
格
及
譲
渡
人
ノ
氏
名

舳
三
増
加
ス
ル
資
本
二
付
出
資
ノ
引
受
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
与
フ
ベ
キ

歴
者
及
其
ノ
権
利
ノ
内
容

の正
第
五
十
条
有
限
会
社
ガ
特
定
ノ
者
二
対
シ
テ
将
来
其
ノ
資
本
ヲ
増

敵
加
ス
ル
場
合
一
一
於
テ
出
資
ノ
引
受
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
与
フ
ベ
キ
コ
ト

鍬
ヲ
約
ス
ル
ニ
ハ
第
四
十
八
条
二
定
ム
ル
決
議
一
一
依
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

罫
第
五
十
一
条
社
員
〈
増
加
ス
ル
資
本
一
一
付
其
ノ
持
分
二
応
ジ
テ
出

卜
資
ノ
引
受
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
有
ス
但
シ
前
一
一
条
ノ
決
議
一
一
依
り
別
段

禾昭
ノ
定
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ズ

一
一
，
四
十
条
、
第
一
一
百
四
十
一
条
第
一
一
項
、
第
一
一
百
四
十
一
一
一
条
、

蛸
一
一
百
四
十
四
条
及
第
一
一
百
四
十
七
条
乃
至
第
一
一
百
五
十
一
一
一
条
ノ

帆
走
〈
社
員
総
会
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
四
十
一
一
条
総
会
ノ
決
議
ヲ
為
ス
ベ
キ
場
合
二
於
テ
総
社
員
ノ
同

意
ア
ル
ト
キ
ハ
書
面
一
一
依
ル
決
議
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

決
議
ノ
目
的
ダ
ル
事
項
一
一
付
総
社
員
ガ
書
面
ヲ
以
テ
同
意
ヲ
表
シ

タ
ル
ト
キ
ハ
書
面
一
一
依
ル
決
議
ア
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス

書
面
一
一
依
ル
決
議
ハ
総
会
ノ
決
議
ト
同
一
ノ
効
カ
ヲ
有
ス

総
会
一
一
関
ス
ル
規
定
ハ
書
面
一
一
依
ル
決
議
二
之
ヲ
準
用
ス

第
四
十
一
一
一
条
取
締
役
ハ
毎
決
算
期
一
一
左
ノ
書
類
ヲ
作
ル
コ
ト
ヲ
要

スー
財
産
目
録

二
貸
借
対
照
表

三
営
業
報
告
書

四
損
益
計
算
書

五
準
備
金
及
利
益
ノ
配
当
一
一
関
ス
ル
議
案

監
査
役
ア
ル
ト
キ
ハ
取
締
役
ハ
定
時
総
会
ノ
会
日
ヨ
リ
一
一
週
間
前

一
一
前
項
ノ
書
類
ヲ
監
査
役
一
一
提
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
四
十
四
条
利
益
ノ
配
当
〈
定
款
一
一
別
段
ノ
定
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク

ノ
外
出
資
ノ
ロ
数
一
一
応
ジ
テ
之
ヲ
為
ス
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第
四
十
五
条
有
限
会
社
ノ
業
務
ノ
執
行
一
一
関
シ
不
正
ノ
行
為
又
〈

法
令
若
ハ
定
款
一
一
違
反
ス
ル
重
大
ナ
ル
事
実
ア
ル
コ
ト
ヲ
疑
フ
ベ

キ
事
由
ア
ル
ト
キ
ハ
資
本
ノ
十
分
ノ
一
以
上
一
一
当
ル
出
資
口
数
ヲ

有
ス
ル
社
員
ハ
会
社
ノ
業
務
及
財
産
ノ
状
況
ヲ
調
査
セ
シ
ム
ル
為

裁
判
所
一
一
検
査
役
ノ
選
任
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

検
査
役
ハ
其
ノ
調
査
ノ
結
果
ヲ
裁
判
所
一
一
報
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

前
項
ノ
場
合
一
一
於
一
丁
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
監
査

役
ア
ル
ト
キ
ハ
監
査
役
、
監
査
役
ナ
キ
ト
キ
ハ
取
締
役
フ
ン
テ
社

員
総
会
ヲ
招
集
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
商
法
第

百
八
十
一
条
第
一
一
項
及
第
百
八
十
四
条
第
一
一
項
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

第
四
十
六
条
商
法
第
一
一
百
八
十
一
一
条
、
第
一
一
百
八
十
一
一
一
条
第
一
項
、

第
一
一
百
八
十
四
条
乃
至
第
一
一
百
八
十
六
条
、
第
一
一
百
八
十
八
条
第

一
項
、
第
一
一
百
八
十
九
条
及
第
一
一
百
九
十
条
ノ
規
定
ハ
有
限
会
社

ノ
計
算
一
一
之
ヲ
準
用
ス

商
法
第
二
百
九
十
五
条
ノ
規
定
ハ
有
限
会
社
ト
使
用
人
ト
ノ
間
ノ

雇
傭
関
係
一
一
基
キ
生
ジ
タ
ル
債
権
二
之
ヲ
準
用
ス

第
五
章
定
款
ノ
変
更

第
四
十
七
条
定
款
ノ
変
更
ヲ
為
ス
ニ
ハ
社
員
総
会
ノ
決
議
ア
ル
コ

ト
ヲ
要
ス

第
ｆ
十
一
一
条
資
本
期
加
ノ
場
合
一
一
於
テ
拙
資
ノ
引
受
ヲ
為
サ
ン
ト

ス
ル
者
ハ
引
受
ヲ
証
ス
ル
榔
面
一
一
其
ノ
引
受
ク
ベ
キ
出
資
ノ
ロ
数

及
住
所
ヲ
記
載
シ
之
一
一
署
名
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

有
限
会
社
ハ
広
告
其
ノ
他
ノ
方
法
一
一
依
り
引
受
人
ヲ
公
募
ス
ル
コ

ト
ヲ
得
ズ

第
五
十
三
条
有
限
会
社
ハ
出
資
全
額
ノ
払
込
又
ハ
現
物
出
資
ノ
目

的
ダ
ル
財
産
ノ
給
付
ア
リ
タ
ル
日
ヨ
リ
本
店
ノ
所
在
地
一
一
於
テ
ハ

一
一
週
間
、
支
店
ノ
所
在
地
二
於
テ
ハ
三
週
間
内
二
資
本
増
加
ノ
登

記
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

前
項
ノ
登
記
一
一
在
リ
テ
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
登
記
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

ー
増
加
シ
タ
ル
資
本
ノ
額

二
資
本
増
加
ノ
決
議
ノ
年
月
日

第
五
十
四
条
第
四
十
九
条
第
一
号
及
第
二
号
ノ
財
産
ノ
資
本
増
加

当
時
一
一
於
ケ
ル
実
価
ガ
資
本
増
加
ノ
決
議
一
一
依
り
定
メ
タ
ル
価
格

一
一
著
シ
ク
不
足
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
決
議
一
一
同
意
シ
タ
ル
社
員
ハ
会

社
一
一
対
シ
連
帯
シ
テ
其
ノ
不
足
額
ヲ
支
払
う
義
務
ヲ
負
う

第
五
十
五
条
引
受
ナ
キ
出
資
又
〈
出
資
全
額
ノ
払
込
若
ハ
現
物
出

資
ノ
目
的
ダ
ル
財
産
ノ
給
付
ノ
未
済
ナ
ル
出
資
ア
ル
ト
キ
ハ
取
締

役
及
監
査
役
ハ
連
帯
シ
テ
其
ノ
引
受
ヲ
為
シ
又
ハ
払
込
若
ハ
給
付

未
済
財
産
ノ
価
額
ノ
支
払
ヲ
為
ス
義
務
ヲ
負
う
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定
一
一
依
ル
社
且
総
会
ノ
終
結
ノ
日
ヨ
リ
本
店
ノ
所
在
地
二
於
テ
ハ

一
一
週
間
、
支
店
ノ
所
在
地
一
一
於
テ
ハ
一
一
一
週
間
内
二
合
併
後
存
続
ス

ル
有
限
会
社
二
付
テ
ハ
変
更
ノ
登
記
、
合
併
一
一
因
リ
テ
消
滅
ス
ル

有
限
会
社
一
一
付
テ
ハ
解
散
ノ
登
記
、
合
併
一
一
因
リ
テ
設
立
シ
タ
ル

有
限
会
社
二
付
テ
ハ
第
十
一
一
一
条
第
二
項
二
定
ム
ル
登
記
ヲ
為
ス
コ

ト
ヲ
要
ス

第
六
十
一
一
一
条
商
法
第
九
十
八
条
第
二
項
、
第
九
十
九
条
、
第
百
条
、

第
百
二
条
乃
至
第
百
十
一
条
、
第
一
一
一
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
一
項
、

第
四
百
八
条
乃
至
第
四
百
十
条
、
第
四
百
十
一
一
条
、
第
四
百
十
三

条
及
第
四
百
十
五
条
ノ
規
定
ハ
有
限
会
社
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
六
十
四
条
株
式
会
社
ハ
総
株
主
ノ
｜
致
二
依
ル
総
会
ノ
決
議
ヲ

以
テ
其
ノ
組
織
ヲ
変
更
シ
テ
之
ヲ
有
限
会
社
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
但

シ
社
債
ノ
償
還
ヲ
完
了
セ
ザ
ル
場
合
一
一
於
テ
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ズ

前
項
ノ
組
織
変
更
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
会
社
一
一
現
存
ス
ル
純
財
産
額

ヨ
リ
多
キ
金
額
ヲ
以
テ
資
本
ノ
総
額
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
一
項
ノ
決
議
一
一
於
テ
ハ
定
款
其
ノ
他
組
織
ノ
変
更
一
一
必
要
ナ
ル

事
項
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
六
十
一
条
ノ
規
定
ハ
第
一
項
ノ
組
織
変
更
ノ
場
合
一
一
之
ヲ
準
用

ス

第
六
十
五
条
前
条
ノ
組
織
変
更
ノ
場
〈
ロ
ー
於
テ
会
社
二
現
存
ス
ル

第
五
十
六
条
第
十
六
条
ノ
規
定
ハ
前
二
条
ノ
場
合
二
之
ヲ
準
用
ス

第
五
十
七
条
第
十
一
一
条
及
第
四
十
条
第
一
一
一
項
並
二
商
法
第
二
百
条

第
二
項
、
第
一
一
一
百
五
十
二
条
、
第
一
一
一
百
五
十
八
条
第
一
項
、
第
一
一
一

百
七
十
一
条
、
第
一
一
一
百
七
十
一
一
条
、
第
一
一
一
百
七
十
三
条
第
一
項
及

第
一
一
一
百
七
十
四
条
ノ
規
定
〈
資
本
増
加
ノ
場
合
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
五
十
八
条
商
法
第
一
一
一
百
七
十
六
条
第
一
項
第
一
一
項
、
第
一
一
一
百
七

十
九
条
第
一
項
第
二
項
及
第
一
一
一
百
八
十
条
ノ
規
定
ハ
資
本
減
少
ノ

場
合
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
五
十
九
条
有
限
会
社
ハ
他
ノ
有
限
会
社
ト
合
併
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ

得
但
シ
合
併
後
存
続
ス
ル
会
社
又
ハ
合
併
二
因
リ
テ
設
立
ス
ル
会

社
ハ
有
限
会
社
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

会
社
ガ
前
項
ノ
規
定
一
一
依
り
合
併
ヲ
為
ス
ニ
ハ
第
四
十
八
条
二
定

ム
ル
決
議
ア
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

合
併
二
因
リ
テ
会
社
ヲ
設
立
ス
ル
場
合
二
於
テ
ハ
定
款
ノ
作
成
其

ノ
他
設
立
二
関
ス
ル
行
為
〈
各
会
社
一
一
於
テ
選
任
シ
タ
ル
設
立
委

員
共
同
シ
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
四
十
八
条
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
選
任
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
六
十
条
有
限
会
社
ハ
株
式
会
社
ト
合
併
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
此
ノ

第
六
章
合
併
及
組
織
変
更

純
財
雌
額
か
安
本
ノ
総
額
二
不
足
ス
ル
ト
キ
ハ
前
条
第
一
・
項
ノ
決

誠
当
時
ノ
取
締
役
、
監
査
役
及
株
主
ハ
会
社
一
一
対
シ
連
帯
シ
テ
其

ノ
不
足
額
ヲ
支
払
う
義
務
ヲ
負
う

第
十
六
条
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
六
十
六
条
株
式
会
社
か
第
六
十
四
条
ノ
規
定
一
一
依
り
其
ノ
組
織

ヲ
変
更
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
本
店
ノ
所
在
地
二
於
テ
ハ
ニ
週
間
、
支
店

ノ
所
在
地
二
於
テ
ハ
｜
｜
｜
週
間
内
一
一
株
式
会
社
一
一
付
テ
ハ
解
散
ノ
登

記
、
有
限
会
社
二
付
テ
ハ
第
十
一
一
一
条
第
一
一
項
一
一
定
ム
ル
登
記
ヲ
為

ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
六
十
七
条
有
限
会
社
ハ
総
社
員
ノ
｜
致
二
依
ル
総
会
ノ
決
議
ヲ

以
テ
其
ノ
組
織
ヲ
変
更
シ
テ
之
ヲ
株
式
会
社
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
会
社
二
現
存
ス
ル
純
財
産
額
ヨ
リ
多
キ
金

額
ヲ
以
テ
払
込
ミ
タ
ル
株
金
額
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
一
項
ノ
組
織
変
更
ハ
裁
判
所
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ル
ー
非
ザ
レ
バ
其

ノ
効
カ
ヲ
有
セ
ズ

第
六
十
一
条
第
一
項
、
第
六
十
四
条
第
三
項
、
第
六
十
五
条
及
前

条
並
二
商
法
第
二
百
九
条
第
一
一
一
項
ノ
規
定
〈
第
一
項
ノ
組
織
変
更

ノ
場
合
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
六
十
八
条
商
法
第
九
十
九
条
及
第
百
条
ノ
規
定
〈
第
六
十
四
条

及
前
条
ノ
組
織
変
更
ノ
場
合
一
一
之
ヲ
準
用
ス

場
合
二
於
テ
ハ
合
併
ヲ
為
ス
株
式
会
社
又
ハ
合
併
一
一
因
リ
テ
設
立

ス
ル
株
式
会
社
一
一
関
シ
テ
ハ
商
法
ノ
規
定
一
一
従
フ
コ
ト
ヲ
要
ス

前
項
ノ
場
合
一
一
於
テ
合
併
後
存
続
ス
ル
会
社
又
ハ
合
併
ニ
因
り
設

立
ス
ル
会
社
か
株
式
会
社
ナ
ル
ト
キ
ハ
合
併
ハ
裁
判
所
ノ
認
可
ヲ

受
ク
ル
ー
一
非
ザ
レ
バ
其
ノ
効
カ
ヲ
有
セ
ズ

合
併
ヲ
為
ス
会
社
ノ
一
方
ガ
社
債
ノ
償
還
ヲ
完
了
セ
ザ
ル
株
式
会

社
ナ
ル
ト
キ
ハ
合
併
後
存
続
ス
ル
会
社
又
ハ
合
併
一
一
因
リ
テ
設
立

ス
ル
会
社
〈
有
限
会
社
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

前
条
第
二
項
乃
至
第
四
項
ノ
規
定
ハ
第
一
項
ノ
規
定
二
依
ル
合
併

ノ
場
合
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
六
十
一
条
前
条
第
一
項
ノ
場
合
一
一
於
テ
合
併
後
存
続
ス
ル
会
社

又
ハ
合
併
一
一
因
リ
テ
設
立
ス
ル
会
社
ガ
有
限
会
社
ナ
ル
ト
キ
ハ
商

法
第
二
百
八
条
第
一
項
ノ
規
定
ハ
従
前
ノ
株
式
ヲ
目
的
ト
ス
ル
質

権
一
一
之
ヲ
準
用
ス

前
項
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
質
権
ノ
目
的
ダ
ル
持
分
一
一
付
出
資
口
数
並

一
一
質
権
者
ノ
氏
名
及
住
所
ヲ
社
員
名
簿
二
記
載
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ

其
ノ
質
権
ヲ
以
テ
会
社
其
ノ
他
ノ
第
三
者
二
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ズ

第
六
十
一
一
条
有
限
会
社
ガ
合
併
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
第
六
十
三
条

一
一
於
一
丁
準
用
ス
ル
商
法
第
四
百
十
一
一
条
又
ハ
第
四
百
十
一
一
一
条
ノ
規

(953） 5１ 
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第
六
十
九
条
有
限
会
社
ハ
左
ノ
事
由
一
一
因
リ
テ
解
散
ス

ー
存
立
時
期
ノ
満
了
其
ノ
他
定
款
一
一
定
メ
タ
ル
事
由
ノ
発
生

二
社
員
総
会
ノ
決
議

三
会
社
ノ
合
併

四
営
業
全
部
ノ
譲
渡

五
社
員
ガ
｜
人
ト
為
リ
タ
ル
コ
ト

六
会
社
ノ
破
産

七
解
散
ヲ
命
ズ
ル
裁
判

前
項
第
二
号
ノ
決
議
ハ
第
四
十
八
条
ノ
規
定
二
依
ル
ー
非
ザ
レ
パ

之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
七
十
条
前
条
第
一
項
第
一
号
又
〈
第
二
号
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
第

四
十
八
条
一
一
定
ム
ル
決
議
二
依
リ
テ
会
社
ヲ
継
続
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
条
第
一
項
第
五
号
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
新
一
一
社
員
ヲ
加
入
セ
シ
メ

テ
会
社
ヲ
継
続
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
七
十
一
条
有
限
会
社
ハ
本
店
ノ
所
在
地
一
一
於
一
丁
解
散
ノ
登
記
ヲ

為
シ
タ
ル
後
ト
錐
モ
前
条
ノ
規
定
一
一
従
ヒ
テ
会
社
ヲ
継
続
ス
ル
コ

ト
ヲ
妨
ゲ
ズ
此
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
本
店
ノ
所
在
地
一
一
於
テ
ハ
一
一
週

間
、
支
店
ノ
所
在
地
二
於
テ
ハ
三
週
間
内
二
継
続
ノ
登
記
ヲ
為
ス

第
七
十
七
条
取
締
役
、
監
査
役
又
〈
第
一
一
一
十
二
条
若
ハ
第
一
一
一
十
四

条
二
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
一
一
百
五
十
八
条
第
二
項
、
第
一
一
百
七

十
条
第
一
項
若
ハ
第
二
百
七
十
二
条
第
一
項
ノ
職
務
代
行
者
若
〈

支
配
人
其
ノ
他
営
業
二
関
ス
ル
或
種
類
若
ハ
特
定
ノ
事
項
ノ
委
任

ヲ
受
ケ
タ
ル
使
用
人
自
己
若
ハ
第
三
者
ヲ
利
シ
又
ハ
会
社
ヲ
害
セ

第
七
十
六
条
商
法
第
四
百
七
十
九
条
乃
至
第
四
百
八
十
二
条
、
第

四
百
八
十
四
条
及
第
四
百
八
十
五
条
ノ
規
定
ハ
有
限
会
社
ト
同
種

ノ
又
ハ
之
二
類
似
ス
ル
外
国
会
社
一
一
之
ヲ
準
用
ス

卜
条
第
一
唖
輔
四
場
第
二
項
雌
二
禰
法
輔
一
一
百
三
十
六
条
乃
至
第

二
両
一
一
一
卜
八
条
、
弟
一
一
百
四
十
四
条
軸
一
一
項
、
第
一
一
百
四
十
七
条
、

第
一
一
百
四
十
九
条
、
第
一
一
百
五
十
四
条
第
二
項
、
第
一
一
百
五
十
八

条
、
第
一
一
百
六
十
一
条
、
第
一
一
百
六
十
六
条
、
第
一
一
百
六
十
七
条
、

第
一
一
百
六
十
八
条
第
一
一
項
乃
至
第
五
項
、
第
二
百
六
十
九
条
乃
至

第
一
一
百
七
十
一
一
条
、
第
一
一
百
七
十
四
条
乃
至
第
二
百
七
十
八
条
、

第
二
百
八
十
一
一
条
、
第
一
一
百
八
十
一
一
一
条
第
一
項
及
第
一
一
百
八
十
四

条
ノ
規
定
ハ
清
算
人
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
七
章
解

散

第
九
章
罰

第
八
章
外
国
会
社

則

コ
ト
ヲ
要
ス

第
七
十
二
条
有
限
会
社
ガ
解
散
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
合
併
及
破
産
ノ
場

合
ヲ
除
ク
ノ
外
取
締
役
其
ノ
清
算
人
ト
為
ル
但
シ
定
款
一
一
別
段
ノ

定
ア
ル
ト
キ
又
ハ
社
員
総
会
一
一
於
テ
他
人
ヲ
選
任
シ
タ
ル
ト
キ
ハ

此
ノ
限
二
在
ラ
ズ

前
項
ノ
規
定
二
依
リ
テ
清
算
人
ダ
ル
者
ナ
キ
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
利

害
関
係
人
ノ
請
求
一
一
依
り
清
算
人
ヲ
選
任
ス

第
七
十
三
条
残
余
財
産
ハ
定
款
ニ
別
段
ノ
定
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ

外
出
資
ノ
ロ
数
一
一
応
ジ
テ
之
ヲ
社
員
二
分
配
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
七
十
四
条
清
算
人
ハ
裁
判
所
ノ
選
任
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外

何
時
ニ
テ
モ
社
員
総
会
ノ
決
議
一
一
依
り
之
ヲ
解
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

重
要
ナ
ル
事
由
ア
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
監
査
役
又
ハ
社
員
ノ
請
求

一
一
依
り
清
算
人
ヲ
解
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
七
十
五
条
商
法
第
九
十
六
条
、
第
百
十
六
条
か
第
百
二
十
一
一
条

乃
至
第
百
一
一
十
五
条
、
第
百
二
十
八
条
、
第
百
一
一
十
九
条
第
一
一
項

第
一
一
一
項
、
第
百
三
十
一
条
へ
第
百
一
一
一
十
四
条
、
第
百
四
十
条
乃
至

第
百
四
十
二
条
、
第
四
百
十
八
条
乃
至
第
四
百
二
十
四
条
及
第
四

百
一
一
十
七
条
乃
至
第
四
百
二
十
九
条
ノ
規
定
ハ
有
限
会
社
二
之
ヲ

準
用
ス

第
二
十
八
条
、
第
一
一
一
十
条
、
第
一
一
一
十
一
条
、
第
三
十
五
条
及
第
四

ン
コ
ト
ヲ
図
リ
テ
桃
ノ
任
務
一
一
背
キ
会
社
二
財
産
上
ノ
抓
轡
ヲ
加

へ
タ
ル
ト
キ
ハ
五
年
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
五
千
円
以
下
ノ
罰
金
二
処

ス第
五
十
九
条
第
一
二
項
若
ハ
第
六
十
条
第
四
項
ノ
設
立
委
員
、
第
六

十
条
第
一
項
ノ
規
定
一
一
依
り
従
フ
ベ
キ
商
法
第
五
十
六
条
第
一
一
一
項

ノ
設
立
委
員
、
清
算
人
又
ハ
第
七
十
五
条
第
一
一
項
一
一
於
テ
準
用
ス

ル
商
法
第
一
一
百
五
十
八
条
第
二
項
、
第
一
一
百
七
十
条
第
一
項
若
ハ

第
二
百
七
十
一
一
条
第
一
項
ノ
職
務
代
行
者
前
項
一
一
褐
グ
ル
行
為
ヲ

為
シ
タ
ル
ト
キ
亦
前
項
二
同
ジ

前
二
項
ノ
未
遂
罪
ハ
之
ヲ
罰
ス

第
七
十
八
条
前
条
第
一
項
一
一
褐
グ
ル
者
〈
左
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
一
一
一

年
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
三
千
円
以
下
ノ
罰
金
二
処
ス

｜
会
社
ノ
設
立
又
ハ
資
本
増
加
ノ
場
合
二
於
テ
出
資
総
口
数
ノ

引
受
、
出
資
ノ
払
込
若
ハ
現
物
出
資
ノ
給
付
一
一
付
又
ハ
第
七
条

第
一
一
号
乃
至
第
四
号
若
ハ
第
四
十
九
条
第
一
号
第
二
号
二
褐
グ

ル
事
項
一
一
付
裁
判
所
二
対
シ
不
実
ノ
申
述
ヲ
為
シ
又
事
実
ヲ
隠

蔽
シ
タ
ル
ト
キ

ー
ー
何
人
ノ
名
義
ヲ
以
テ
ス
ル
ヲ
問
ハ
ズ
会
社
ノ
計
算
一
一
於
テ
不

正
一
一
其
ノ
持
分
ヲ
取
得
シ
又
ハ
質
権
ノ
目
的
ト
シ
テ
之
ヲ
受
ケ

タ
ル
ト
キ

： (954） 5２ 
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三
法
令
又
ハ
定
款
ノ
規
定
二
違
反
シ
テ
利
益
ノ
配
当
ヲ
為
シ
タ

ル
ト
キ

四
会
社
ノ
営
業
ノ
範
囲
外
二
於
テ
投
機
取
引
ノ
為
二
会
社
財
産

ヲ
処
分
シ
タ
ル
ト
キ

有
限
会
社
ノ
取
締
役
、
監
査
役
若
ハ
第
三
十
一
一
条
若
ハ
第
一
一
一
十
四

条
一
一
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
一
一
百
五
十
八
条
第
一
一
項
、
第
一
一
百
七

十
条
第
一
項
若
ハ
第
二
百
七
十
二
条
第
一
項
ノ
職
務
代
行
者
又
ハ

株
式
会
社
ノ
取
締
役
、
監
査
役
若
ハ
商
法
第
二
百
五
十
八
条
第
一
一

項
、
第
一
一
百
七
十
条
第
一
項
、
第
一
一
百
七
十
二
条
第
一
項
若
ハ
第

二
百
八
十
条
ノ
職
務
代
行
者
ガ
第
六
十
四
条
又
ハ
第
六
十
七
条
ノ

組
織
変
更
ノ
場
合
二
於
テ
第
六
十
四
条
第
二
項
又
ハ
第
六
十
七
条

第
二
項
ノ
純
財
産
額
二
付
裁
判
所
又
ハ
総
会
一
一
対
シ
不
実
ノ
申
述

ヲ
為
シ
又
〈
事
実
ヲ
隠
蔽
シ
タ
ル
ト
キ
亦
前
項
一
一
同
ジ

第
七
十
九
条
第
七
十
七
条
第
一
項
一
一
褐
グ
ル
者
出
資
ノ
払
込
ヲ
仮

装
ス
ル
為
預
合
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
三
年
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
ー
一
一
千

円
以
下
ノ
罰
金
一
一
処
ス
預
合
二
応
ジ
タ
ル
者
亦
同
ジ

第
八
十
条
前
一
一
一
条
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
情
状
一
一
因
り
懲
役
及

罰
金
ヲ
併
科
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
八
十
一
条
第
七
十
七
条
第
一
項
若
ハ
第
二
項
一
一
褐
グ
ル
者
又
ハ

検
査
役
其
ノ
職
務
一
一
関
シ
不
正
ノ
請
託
ヲ
受
ケ
財
産
上
ノ
利
益
ヲ

鋪
八
十
五
条
第
七
十
七
条
第
一
項
若
ハ
第
二
項
一
一
禍
グ
ル
者
、
外

国
会
社
ノ
代
表
者
、
検
在
役
又
ハ
支
配
人
ハ
左
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ

五
千
円
以
下
ノ
過
料
一
一
処
ス
但
シ
其
ノ
行
為
一
一
付
刑
ヲ
科
ス
ベ
キ

ト
ハ
此
ノ
限
一
一
在
ラ
ズ

’
本
法
二
定
ム
ル
登
記
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
怠
リ
タ
ル
ト
キ

ニ
本
法
二
定
ム
ル
公
告
若
ハ
通
知
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
怠
り
又
ハ
不

正
ノ
公
告
若
ハ
通
知
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ

三
本
法
二
違
反
シ
正
当
ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ
書
類
ノ
閲
覧
又
ハ
其

ノ
謄
本
若
ハ
抄
本
ノ
交
付
ヲ
拒
ミ
タ
ル
ト
キ

四
本
法
一
一
定
ム
ル
調
査
ヲ
妨
ゲ
タ
ル
ト
キ

五
官
庁
又
ハ
社
員
総
会
一
一
対
シ
不
実
ノ
申
述
ヲ
為
シ
又
ハ
事
実

ヲ
隠
蔽
シ
タ
ル
ト
キ

六
第
一
一
十
一
条
ノ
規
定
一
一
違
反
シ
テ
持
分
一
一
付
指
図
式
又
ハ
無

記
名
式
ノ
証
券
ヲ
発
行
シ
タ
ル
ト
キ

七
第
二
十
四
条
第
一
項
二
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
一
一
百
十
一
条

ノ
規
定
一
一
違
反
シ
テ
持
分
失
効
ノ
手
続
又
ハ
持
分
若
〈
質
権
ノ

処
分
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
怠
リ
タ
ル
ト
キ

八
第
二
十
四
条
第
一
項
二
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
一
一
百
十
一
一
条

第
一
項
ノ
規
定
一
一
違
反
シ
テ
出
資
ノ
消
却
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ

九
定
款
一
一
定
ム
ル
取
締
役
又
ハ
監
査
役
ノ
員
数
ヲ
鋏
ク
ニ
至
り

収
受
シ
、
要
求
シ
又
ハ
約
束
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
三
年
以
下
ノ
懲
役
又

ハ
三
千
円
以
下
ノ
罰
金
二
処
ス

前
項
ノ
利
益
ヲ
供
与
シ
又
ハ
其
ノ
申
込
若
ハ
約
束
ヲ
為
シ
タ
ル
者

亦
前
項
一
一
同
ジ

第
八
十
二
条
左
二
褐
グ
ル
事
項
一
一
関
シ
不
正
ノ
請
託
ヲ
受
ケ
財
産

上
ノ
利
益
ヲ
収
受
シ
、
要
求
シ
又
ハ
約
束
シ
タ
ル
者
二
年
以
下

ノ
懲
役
又
ハ
千
円
以
下
ノ
罰
金
一
一
処
ス

｜
社
員
総
会
一
一
於
ケ
ル
発
一
一
一
一
口
若
ハ
議
決
権
ノ
行
使
、
第
四
十
二

条
第
一
項
ノ
規
定
一
一
依
ル
議
決
権
ノ
行
使
又
ハ
同
条
第
二
項
ノ

規
定
一
一
依
ル
同
意
ノ
表
示

一
一
本
法
二
定
ム
ル
訴
ノ
提
起
又
ハ
資
本
ノ
十
分
ノ
ー
以
上
一
一
当

ル
出
資
口
数
ヲ
有
ス
ル
社
員
ノ
権
利
ノ
行
使

前
項
ノ
利
益
ヲ
供
与
シ
又
ハ
其
ノ
申
込
若
ハ
約
束
ヲ
為
シ
タ
ル
者

亦
前
項
一
一
同
ジ

第
八
十
一
一
一
条
第
八
十
一
条
第
一
項
又
ハ
前
条
第
一
項
ノ
場
合
一
一
於

テ
犯
人
ノ
収
受
シ
タ
ル
利
益
ハ
之
ヲ
没
収
ス
其
ノ
全
部
又
ハ
一
部

ヲ
没
収
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
価
額
ヲ
追
徴
ス

第
八
十
四
条
第
八
十
一
条
第
一
一
項
又
ハ
第
八
十
一
一
条
第
二
項
ノ
罪

ヲ
犯
シ
タ
ル
者
自
首
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
刑
ヲ
減
軽
又
ハ
免
除
ス

ル
コ
ト
ヲ
得

ダ
ル
場
合
一
一
於
テ
其
ノ
選
任
手
続
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
怠
リ
タ
ル
ト

キ

十
｛
疋
款
、
社
員
名
簿
、
議
事
録
、
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、

営
業
報
告
書
、
事
務
報
告
書
、
損
益
計
算
書
、
準
備
金
及
利
益

ノ
配
当
二
関
ス
ル
議
案
、
決
算
報
告
書
又
ハ
商
法
第
一
一
一
十
二
条

第
一
項
ノ
帳
簿
二
記
載
ス
ベ
キ
事
項
ヲ
記
載
セ
ズ
又
ハ
不
実
ノ

記
載
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ

十
一
定
款
、
社
員
名
簿
、
議
事
録
、
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、

営
業
報
告
書
、
事
務
報
告
書
、
損
益
計
算
書
、
準
備
金
及
利
益

ノ
配
当
一
一
関
ス
ル
議
案
又
ハ
監
査
役
ノ
報
告
書
ヲ
備
置
カ
ザ
ル

ト
キ

十
一
一
第
四
十
一
条
二
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
一
一
百
三
十
四
条
ノ

規
定
又
ハ
第
四
十
五
条
第
三
項
ノ
規
定
二
依
ル
裁
判
所
ノ
命
令

二
違
反
シ
テ
社
員
総
会
ヲ
招
集
セ
ザ
ル
ト
キ

十
一
一
一
第
四
十
六
条
第
一
項
二
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
二
百
八
十

八
条
第
一
項
又
ハ
第
二
百
八
十
九
条
ノ
規
定
二
違
反
シ
テ
準
備

金
ヲ
積
立
テ
ズ
又
ハ
之
ヲ
使
用
シ
タ
ル
ト
キ

十
四
第
五
十
二
条
第
一
一
項
ノ
規
定
二
違
反
シ
テ
出
資
ノ
引
受
人

ヲ
公
募
シ
タ
ル
ト
キ

十
五
第
五
十
八
条
、
第
六
十
一
一
一
条
又
〈
第
六
十
八
条
二
於
一
丁
準

蝋
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水
法
施
行
ノ
期
Ⅱ
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

＊
法
伸
時
慨
一
○
巻
八
号
（
昭
和
一
三
年
）
五
七
頁

以
下
を
底
本
と
す
る
。
旧
漢
字
を
新
漢
字
と
し
た
。

用
ス
ル
商
法
第
九
十
九
条
又
ハ
第
百
条
ノ
規
定
一
一
違
反
シ
テ
資

本
ノ
減
少
、
合
併
又
ハ
組
織
変
更
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ

十
六
第
七
十
五
条
第
一
項
二
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
百
一
一
十
四

条
第
一
一
一
項
ノ
規
定
二
違
反
シ
テ
破
産
宣
告
ノ
請
求
ヲ
為
ス
コ
ト

ヲ
怠
り
タ
ル
ト
キ

十
七
第
七
十
五
条
第
一
項
二
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
百
三
十
一

条
ノ
規
定
一
一
違
反
シ
テ
会
社
財
産
ヲ
分
配
シ
タ
ル
ト
キ

十
八
裁
判
所
ノ
選
任
シ
タ
ル
管
理
人
又
ハ
清
算
人
一
一
事
務
ノ
引

渡
ヲ
為
サ
ザ
ル
ト
キ

十
九
清
算
ノ
結
了
ヲ
遅
延
セ
シ
ム
ル
目
的
ヲ
以
テ
第
七
十
五
条

第
一
項
二
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
四
百
二
十
一
条
第
一
項
ノ
期

間
ヲ
不
当
一
一
定
メ
タ
ル
ト
キ

一
一
十
第
七
十
五
条
第
一
項
二
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
四
百
二
十

三
条
ノ
規
定
二
違
反
シ
テ
債
務
ノ
弁
済
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ

ニ
十
一
第
七
十
六
条
二
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
四
百
八
十
四
条

第
一
項
又
第
二
項
ノ
規
定
二
依
ル
裁
判
所
ノ
命
令
二
違
反
シ
タ

ル
ト
キ

株
式
会
社
ノ
取
締
役
、
商
法
第
二
百
五
十
八
条
第
二
項
、
第
一
一
百

七
十
条
第
一
項
若
く
第
二
百
七
十
一
一
条
第
一
項
ノ
職
務
代
行
者
、

清
算
人
又
ハ
同
法
第
四
百
三
十
条
第
一
一
項
二
於
テ
準
用
ス
ル
同
法

第 第 第

第
八
十
六
条
第
一
一
一
条
第
二
項
ノ
規
定
二
違
反
シ
タ
ル
者
ハ
千
円
以

八
十
七
条
法
二
依
り
署
名
ス
ベ
キ
場
合
一
一
於
テ
ハ
記
名
捺
印
ヲ

以
テ
署
名
二
代
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

八
十
八
条
第
藪
五
十
八
条
、
第
六
十
三
条
若
ハ
第
六
十
八
条
二
於

一
丁
準
用
シ
若
ハ
第
六
十
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
り
従
フ
ベ
キ
商
法

第
百
条
第
一
項
ノ
規
定
又
ハ
第
七
十
五
条
第
一
項
二
於
テ
準
用
ス

ル
商
法
第
四
百
二
十
一
条
第
一
項
ノ
規
定
一
一
依
り
為
ス
ベ
キ
公
告

ハ
裁
判
所
ガ
為
ス
ベ
キ
登
記
事
項
ノ
公
告
ト
同
一
ノ
方
法
ヲ
以
テ

之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

八
十
九
条
有
限
会
社
ハ
商
法
ヲ
除
ク
ノ
外
他
ノ
法
律
ノ
適
用
一
一

付
テ
ハ
之
ヲ
商
法
ノ
会
社
ト
看
倣
ス

附
則

第
一
一
百
五
十
八
条
第
一
一
項
、
第
一
一
百
七
十
条
第
一
項
若
ハ
第
二
百

七
十
二
条
第
一
項
ノ
職
務
代
行
者
か
第
六
十
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ

依
り
従
フ
ベ
キ
又
ハ
第
六
十
八
条
一
一
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
九
十

九
条
又
ハ
第
百
条
ノ
規
定
二
違
反
シ
テ
合
併
又
〈
組
織
変
更
ヲ
為

シ
タ
ル
ト
キ
亦
前
項
一
一
同
ジ

下
ノ
過
料
二
処
ス

第
十
章
雑

叱
臓
腔
脹
に
げ
僻
ｋ
肚
偶
隅
隅
際
Ｆ
箇
陣
隣
勵
隠
騨
橇
障
鱈
儀
瞬
憐
膨

則
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